
経営参加の近代組織論的研究  

－その基礎理論の構築と実証研究の志向一  

山 口 博 幸  

Ⅰ労務管理研究と組織論－「近代組織論的研究の必要性－－ⅠⅠ近代組  
織論と企業・モデルⅠⅠⅠ企業に．おける労働老の経営参加－その諸問題と  
研究課題ⅠⅤ、コンフリクト論と経営参加 Ⅴ．．リーダー・シップ論と経営  

参加 ⅤⅠ．企業における労働者の経営参加一理論的帰結，若干の実証的  

研究，および理論的補足－ 

l・…l・産業民主主義論と経営組戯諭とは，たまたま－・般の注目をあびるよ  

うに．なった，ふたつの別個の論題なのでほない。両者は相互に密接な関連   

をもっている。産業民主主義の諸問題は近代組戯論（modern organiza－   

tion theory）の文脈のなかでのみ適切に理解できるものである，とわれ   

われは信じている。（Rhenman，1968，P．2）  

本稿は経営参加の近代組織論的研究をその課題とする。すなわち，企業にお  

ける労働者の経営参加の諸問題を近代組織論の基礎概念と理論的フレ、－ムワ・－  

クをもちいて解明すること，これが課題である。   

課題の設定のしかたとしては，それはわれわれだけに周有のものではない0  

冒頭の引用からもうかがえるように，レンhマ：／（Rhenman，1968）もわれわれ  

とおなじ課題設定をしているひとりである，といえよう。しかし，われわれの  

課題とするところは，レンマンに・よって－完全に解消され，なくなったのではな  

い。レンマンによって解消されず，のこされている課題の最大のものは，実証  

研究への指向である。   

経営参加の実証研究がないわけではない。たとえばクラークら（Clarke虎  

α£．，1972）は，イギリスの経営参加に・ついて実証研究をしている○そこで検証  

に付された仮説は，微弱だが，近代組織論にもとづいたものである，とみるこ   
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とができる。しかし，明示的に．（explieitly）もとづいているのではない。   

そこで，本稿では，レンマンやクラ、－・クらの著書をはじめ，そのほか若干の  

関連文献とその内容を検討し，経営参加の儲問題を解明するための，理論的■7  

レームワー・クを構築することを目ざす。そのフレ・一・ムワ・－・クは近代組織論にも  

とづいたものにする。しかも，実証研究を可能に．することを志向しながら，構  

築しようとしている。そして，入手可能なかぎりのデ－・タをもちいて，できあ  

がった仮説の検証も，若干ではあるが，こころみようとしている。  

Ⅰ  

ところで，われわれの関心対象とする経営参加は，企業における労働者の経  

営加である。それはもともと，企業において実施される労働者対策，つまり労  

務管理の一部をなすものである。したがって，それを解明する理論も，企業に  

関する諸問題を解明することを任務とする経営学にもとめられることになる。  

こうして，わが国においてもはやくから，経営学の立場，あるいはその部分領  

域である労務管理論の立場から，この問題を解明する努力がなされてきたので  

ある（藻利，1976年，92ペ・－・ジ）。それにもかかわらず，なぜわれわれは，み  

ずからの立場を経営学的研究・労務管理論的研究とせず，近代組織論的研究と  

したのか。つまり近代組戯論的研究の必要性はどこにあるのか。   

これには3つほどゐ理由がある。   

第1に，労務管理という施策の解明・提言を有効なものとするためには，記  

述理諭が必要である。近代組織論はあきらかに・記述理論を志向する（占部，1974  

年，6－8ペ、－ジ）。そのために，近代組戯論的研究とした。   

労務管理とは，具体的な個別企業の労働者対策の総称である。求人対策・生  

産能率増進対策・離職対策，および労働組合対策などの，労働老対策の解明・  

提言のためには，求職行動・生産行動・離職行動などの企業組織における労働  

者行動，および企業組戯と労働組合組織との関係を解明することが必要であ  

る。その解明は近代組織論の任務とするところである。   

近代組織論は記述理論である。それは，組織における人間行動について，そ  

れがなぜ生じるかを説明し，どのような条件のとき生じるかを予見する記述科  

学的方法論をその基盤としている。その説明・予見は，それにもとづいた実践   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



経営参加の近代組織論的研究  －40J・－  

的提言を可能にする性質のものである。   

記述理諭をかいた労務管理の提言は，理論的根拠をかいた労務管理論であ  

る。また，記述理論の裏づけのある労務管理の提言が，記述理論の襲づけをも  

たない提言よりも，実践性もたかいのである。   

第2に，労務管理の解明・提言を有効なものに．するために．は，個別企業の主  

体的条件のちがいをあきらかにし，記述理論を検証することが必要である。労  

務管理とは個別企業が主体となって実施する施策であるからである。主体的条  

件とは組織的条件のことである。組織的条件をあきらかにする近代組織論は，  

記述理論で予見されたものを現実にてらして検証するという，実証研究を志向  

するものである（占部，1974年，7ペ・－・ジ）。そのため，これを近代組織論的研  

究とよんだ。   

労務管理は個別企業が主体となって実施する労働者対策である。国家が主体  

となる社会政策・労働政策とはちがう。既存の労務管理論のなかには，定義の  

うえ／ではこの区別を明確に．しているものもある（藻利，1964年，39；193ペ・－  

ジ）。が，論述内容として明確になっているとは，われわれにはおもわれない。  

その労務管理論の立場からの経営参加の論述内容（藻利，1976年）も，経営参  

加の一・般的必要性を強調するにとどまっている。   

近代組織論は組俄における人間行動の解明をその任務とする。それは㌧人間行  

動の解明のよりどころを，なによりも組戯的条件の特質に．もとめる。この組織  

的条件こそ個別企業の主体的条件にほかならない。企業を組戯とみなすことは  

個別企業の組織的条件のちがいを論じることに通じている。クラ・－・クらも企業  

を組織とみなし，つぎのようにのべている。「『企業』をこのように………定義す  

ると，組織はそれぞれ性格をおおいに・異にし，それによって，どのていど労働  

者に参加の機会が提供されるかもそれぞれちがってくる，ということを強調す  

ることは，かならずしもそれほどむつかしいことではない」（Clarkeβ£α～．，  

1972，p．8）と。   

ところが他方，レンマンは，つぎのようにいっている。「近代組織論が古典  

理論と共有しているひとつの欠陥は，それが個別企業ないし個別組織のちがい  

にあまり注意をはらわないことである」（Rhenman，1968，p．11）と。   

で，われわれはつぎのようにかんがえる。レンマンは，近代組織論を抽象的   
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一・般諭の段階でみており，その延長線上に．，あるいほその発展動向として－，具  

体的個別研究があることをみのがしている，と。一】・般諭ほ，なにが変数である  

かをしめすものであり，組織は同質にあつかわれる。個別研究は，具体的な変  

数値の代入によって，－・般諭を検証するものである。その値は組織によってこ  

となる。つまり，レンマンは近代組織論の実証研究志向をみのがしているので  

ある。   

労働着対策には，個別企業の組織的条件に・あまり関係なく，いずれの企業で  

も実施されている，あるいは実施すべきものもあろう。風土とか環境とかにあ  

まり関係なく伝染する流行病にたいする防疫対策のようなものもあろう。これ  

を個別企業が実施するには限界がある。国家が主体となった社会政策・労働政  

策などが必要となるであろう。   

しかし，流行病にたいして風土病というのがある。それは特定の土地あるい  

は気候などの風土環境にむすびついた病気である。この風土病にたいしては流  

行病対策とはちがった，風土環境にあった個別対策が必要である。おなじよう  

に．，個別企業の組織的条件の改善のために，社会政策・労働政策とは別に，個  

別企業が主体となる労務管理が，必要となるゆえんがあるのではないだろう  

か◇   

労務管理を風土病対策に・限定するなら，問題があるかもしれない。組織外的  

環境の主体的判断というのもあるからである。また，労務管理と社会政策・労  

働政策との境界も絶対的で固定的なものとみない方がよいかもしれない。しか  

し，企業が主体的に実施する労務管理を諭ずるとは名目だけで，実質は流行病  

対策としての社会政策・労働政策の諭だけであるならば，それは労務管理論と  

して欠陥をもっている，といわなければならないであろう。   

第3に，近代組戯論的研究ほ経営学的研究のひとつの有力な立場を明確に表  

明する。近代組織論をよりどころにしながら，経営参加論を，さらには労務管  

理論を，経営学の理論的体系のなかに有機的に統合し，それに．よってまた経営  

学の理論体系を充実することが，われわれの研究の目ざすところである。   

こんに．ちの経営学は，近代組織論の基礎概念を導入す－ることによって，経済  

学などの既存の社／会科学とはことなった独自の学問領域として確実されつつあ  

る。また，そのことに・よって，これまでの経営学が個別的に解明してきた問題   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



経営参加の近代組織論的研究  ・－・射柑・－・  

を統合的に解明し，くわえてあたらしい問題を開拓し，解明しつつある。した  

がって－，企業における労働者の経営参加の問題や・その他の労務管理の問題の解  

明に．も，その基礎概念の導入はこころみられなければならない。ところが，こ  

の種の問題に．ほそのこころみはおくれている。   

企業の諸問題を究明するにあたって，その管理と組織の問題を論ずるときに  

は，近代組織論にたいしてふかい関心がはらわれることはおおい。近代組織論  

のいわゆる方法論にたいしても，ふかい考慮がはらわれるのがふつうである。  

とこ．ろが，その他の企業問題に．たいしては，かならずしもその方法論は適用さ  

れているとほいえない。   

企業の諸問題を解明しようとするとき，近代組織論は，有力な基礎理論にな  

るのではないか，とわれわれはかんがえている。近代組織論の方法論と基礎概  

念をとりいれて，いわゆる組織や管理の問題だけでなく，なおいっそう多方面  

に適用して，おおくのあたらしい問題の明確化と，問題解決のきっかけをうる  

ことができると期待している。   

たんなる期待だけではない。じじつ，『企業行動科学』（1968年）・『経営学総  

論』（1973年）をはじめとす・る占部都乗数授とそのグループの研究は，そのよ  

うな近代組．織論の方法論や基礎概念を企業の諸問題に全面的に適用して，いわ  

ば組織論的経営学を成立させようというこころみである，とみることができ  

る。   

しかし，組織論的経営学は完結したわけではない。近代組織論の適用を量的  

質的にさらに拡張して，経営学の内容の充実をはかることは，われわれの課題  

としてのこっているのである。本稿でほ，そのような拡張作業のひと？と／し  

て，経営参加の問題をとりあげ，近代組織論を適用しようとしているのであ  

る。   

こうして，近代組織論の方法論と基礎概念の適用，つまり近代組織論的研究  

によって，企業における労働者の経営参加をどう理解することができるかが，  

われわれの課題となる。ただし，これほ組織論的経営学を前提にしiその立場  

を明確にするための課題の設定のしかたであって，い、つそう－・般的なかたちで  

のべると，こうなる。経営参加の問題は経営学的にはどう理解できるか，と。  

この意味で，われわれのこころみは，経営参加の経営学的研究ということにな   
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る。また，その経営参加は企業に．おける労働者の経営参加であり，労務管理と  

して具体化される。近代組織論は，労務管理を論じるに有効な，そして∴それを  

論じるに適した理論なのである。  

ⅠⅠ  

近代組織論とはなにか。それにもとづいた企業モデルはどのようなものか。  

こわらのことについて，われわれはここで，「経営参加の近代組織論的研究」  

に必要とおもわれる基本的なことがらについてのべる。   

近代組戯論とは，バ、－ナ・－ド（Barna叫1938）によって創始され サイ・モ  

γ（Simon，1957；1960），■マ、－チ＝サイモン（March＆Simon，1958）によ  

ってうけつがれ 発展させられた組織論をさしている（占部，1974年；占部・  

坂下，1975年）。  

意思決定概念  

近代組織論は，要するに，意思決定概念を統一・概念として，組俄における人  

間行動を解明するものである。それは，説明・、予見という現象の記述，およが  

その検証を重視する行動科学的方法論を明確にする方向に発展してきた。した  

がって－，それは「行動科学的意思決定論」（吉原，1969年）ともよばれる。   

ここでいう意思決定とは，要するに，－・定の目標を達成するために，ふたつ  

以上の代替案のなかからひとつを選択する過程である。それはつぎのような過  

程たわけることができる（Simon，1960，pp．1－4；Ansoff，1965，p．14；Rhen－  

man，1968，p．．43；占部，1973年，92ヰぺ、－ジ）。   

（1） 目標の設定   

（2）代替案の探求・知覚   

（3）代替案の結果の予想   

（4）代替案の評価   

（5）代替案の選択   

（6）選択された代替案の執行の確保   

レンマシはこれを「意思決定過程・｛lデル（a modelof decision－making 

proeess）」（Rhenman，1968，p．43）とよんでいる。ところで，マーチ＝サイ   
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モ：／は，意思決定にふくまれる要素（elements）について，つぎのように表現  

している。  

それはつぎのものをふくんでいる。すなわち，（a）価値ないし目標一  

知覚された代替案のなかで，どの寒が選好されるかをきめるとき適用され  

る基準，（b）行動とその結果との関係－すなわち，おのおの行動寒か  

ら生じる結果についての信念・知覚・期待，（e）代替象一可儲性のあ  

る行動案，である。（March＆Simon，1958，p．11）   

6つの過程からなる意思決定過程も，けっきよく3つの要素の組あわせなの  

である。たとえば，代替案の評価とは，予想される結果を目標にてらしてみる  

ことをさしている。意思決定要素ほ，簡単に．，つぎのように表現できる。これ  

は，いわば「恵恩決定要素モデル」である。   

（1） 目標   

（2）代替案   

（3）代替案の結果  

組織影響力の理論   

これまでにのべたものは，人間行動を解明するための意思決定概念である。  

ところで近代組織論は．，組織に．おける人間行動を関心対象とするものである。  

組戯とはなにか。   

バ1－うトードは，組織を「意識的に調整された人間行動のシステム」（8ar・－  

nard，1938，p．72）と定義した。サイモンは，それは「意思決定過程の複合的  

なネットワ・－・クである」（Simon，1957，p．220）と，のべている。そしてマ  

・－チ＝サイモン（1958，p．2）によれば，組織ほ人間行動にたいして重要な影  

響力（influences）を行使する環境として機能するものである。もちろん，影  

響力をあたえる環境は組織だけではない。組織外的要因も影響力をもつ。しか  

し，組織と組．織でないものとは，絶対的な差というより，影響力の質量の相対  

的な程度の差で区別できるものである，とマ1－チ＝サイモンはみている1）。要す  

1）「もし，こんにちの社会における組織以外の影響力の過程に対比させて，組織に．お   

ける影響力の過程の諸特質を，一元化して要約するとすれば，後者の確定性（speci－   

ficity）は前者の拡散性（diffuseness）と対照をなすといえるだろう」（March＆   

Simon，1958，pp．2－・3）と，マ・－・チ＝サイモソはのべている。   
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るに，組織とは，人間行動からなるものであるが，同時に人間行動に．たいして  

強力で特殊な影響力をあたえる環境として機能するものである，ということが  

できよう。   

この影響力の概念とさきにのべた意思決定概念との関係を図示するとすれ  

ば，第1図のようになろう。この図はまた，近代組織論に固有の概念である組  

織影響力（organizationalinfluences）や権限受容説（acceptance theoryof  

authority）を明確にするのにも有効である。  

第1図 親戚影響力と意思決定要素  

出所）占部・坂下，1975年，19ベ・－・ジ，図1・1（岬部加筆）   

組戯影響力とはト組織が「決定前授」，すなわち目標・代替案・結果を，お  

おくのばあいその－・部を，提供することによって，個人の意思決定に影響をお  

よばすこと・七ある。おおくのばあい，そこには個人の自由裁量の余地が一・部の  

こっている。これに対して，命令・指示が，「決定前提」の全部を拘束し，選  

択されるべき代替案について自由裁量の余地をなくしながら，受容されるとき  

成立するのが権限である。したがって，権限は組織影響力の－・種である。   

企業をはじめ，こんにちの社会制度のおおくは，組織をつうじて意思決定を  

おこなっている0組織影響力に皐・つて意思決定の合理性をたかめるためであ  

る。しかし同時鱒∴組織内外に 

近代組織論の課題には，組織のなかの人間が組織をつうじて，いかにして意思  

決定の合理性を確保しているか，いかにして合理性の制約を克服しているか，   
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を解明することがふくまれている（占部，1974年，13－6ペ、・・・・・・ジ）。  

企業の組織均衡論的・モデル  

さて，近代組織論に．もとづけば，企業はどのようにみることができるか。  

「企業における労働者の経営参加」について近代組織論的に．研究するため，わ  

れわれは企業の近代組戯論的モデルを準備しておかなければならない。   

レンマンほ，第2図を提示することによって，「企業の組織論的モデル  

（modelof the company from organization theory）」（Rhenman，1968，  

p．34；94）を展開している。ここでわれわれは，それを手がかりにしながら，  

企業の近代組織論的モデルを準備することにする。  

第2図 「企業の組織論的・モデル．」  

労働者  

地方自治体  

顧 客  所有者  

出所）Rhenman，1968，p25，都ダ祉γ¢5   

レンマンは，経営者・労働者・供給業者・国家・顧客・所有者・地方自治体  

を，一L般的に，企業の「利害関係者（stakeholders）」とよぶ。そして，利害  

関係者とは，「おのおのみずからの目標を実現するために，企業に依存し，逆  

に企業からも依存されている，個人ないし集団」（p．25）である，と定義して  

いる。企業と利害関係者とは相互依存の関係にある。どのような相互依存関係   
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にあるのか。   

われわれはここで，「バ1－ナ、－ド＝サイモソの組織均衡論（Barnard－Simon  

theoryoforganizationalequilibrium）」（March＆Simon，1958，p．84）  

を想起しなければならない。それはつぎのように．要約できる。   

（1）組織ほ，組織の参加者（participants）とよばれる多数の個人の行  

動からなるシステムである。   

（2）各参加老は，組織に対して貢献（contributions）をおこない，反対  

給付として誘因（inducements）をうけとる。   

（3）各参加者は，提供された誘因が要求される貢献にひとしいか，また  

は大であるとき，組織への参加をつづける。   

（4）参加者がおこなう貢献は，組織が参加者に．提供する誘因をうみだす  

原資である。   

（5）各参加者にじゅうぶんな誘因を提供できるほどの貢献がおこなわれ  

るとき，組織は存続する。   

個人ないし集団は，組織に貢献をおこない，組織から誘因をうけとるかぎり  

において，組織参加者とよばれる。経営者や労働者だけが組織参加者なのでは  

ない。誘因は賃金など物質的誘因にかぎられない。これが組織と組織参加者と  

の相互依存関係である。企業と利害関係老とのあいだにも，おなじような相互  

依存関係がある。個人ないし集団は，企業に貢献をおこない，企業から誘因を  

うけとるかぎりにおいて，利害関係者である，といわなければならない。この  

ように，組織均衡論を介してレンマンの企業モデルを理解することによっては  

じめて，それが「企業の組織論的モデル」であることがあきらかとなるであろ  

う。   

組織的均衡論は組織存続の理論であり，経営老職能（functionsofthe exe－  

eutives）論でもある（占部，1974年，103ページ）。経営者は組織の存続・成  

長をはかることを専門の職能とするかちである。組織の均衡はつぎのふたつの  

過程からなる。そして，経営者の職能は，このような組織の過程の－・部をなす  

のである（占部，1974年，103－4ペ、－ジ）。   

（1）環境の変化に．たいして，全体として組織を適応させてゆく過程   

（2）満足をつくりだし，これを各人に配分する過程   
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レンマンも，経営者が特異な地位濫ある利害関係者であることをつぎのよう  

に指摘する（Rhenman，1968，p．26；110）。経営者は，企業同一イヒが地の利  

害関係者よりつよく，企業の存続・成長を主目標とし，他のだれよりもそれに  

つよい関心をもつものである。それは経営者が利他的な理想主義者であるから  

ではない。経営者は，他の利害関係名とちがって，ひとつの企業経営に失敗し  

たからといって，他の企業へ貢献を移転することが困難である。また，経営者  

の報酬は，地の利害関係者のばあいより，企業規模とつよい相関関係がある。  

つまり，経営者は，企業の存続・成長によって，みずからの目標を実現できる  

度あいがたかくなる，からなのである。   

そしてレンマンは，企業の存続・成長という経営者の主目標から，「ふたつ  

の副次目標をみちびくことができる」（p．110）という。それはつぎのように要  

約できるであろう2〉。   

（1）利害関係者の諸要求を調整することに．よって，企業を環境の変化に 

適応させること   

（2）利害関係者の経済的葵求やその他の要求を満足させることに・よっ  

て，能率的業務遂行を確保すること   

こうして，経営者の職能は組織の過程の一・部であり，経営者は企業の存続・  

成長をはかることを専門職能とする特異な地位．にある利害関係者であること  

が，あきらかとなったであろう。   

しかしそのことは，経営者が地の利害関係者を専制できる地位にある，とい  

うことを意味するのではない。むしろ，経営者は他の利害関係者の要求を考慮  

し，受容することなしには，その職能を遂行できないし，みずからの目標ない  

し要求を実現できない地位にある，といわなければならない。経営者といえ  

ど，組織を介して，影響力をう仇 権限を受容することは，他の利害関係者な  

2）レンマン（Rhenman，1968）は，ふたつの副次目標をつぎのように表現している。  

「業務遂行（operations）が能率的…‥‥‥であるかどうかを監視すること，企業とその   
利害関係者との良好な関係を維持すること」（p・110）と。また，別のところではつぎ   
のようにのべている。「企業のおかれた情況によって提供された機会に適応した目標   

の形成と，利害関係者の要求を満足させるような目標の形成とが，経営者のおもな職   

務である」（p．99）と。   
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いし組織参加者とかわらないのである。経営者にたいして影響力を行使しよう  

とする利害関係老は，任意に企業にたいする貢献を拒否できるし，ときには権  

限の襲づけのひとつとしての制裁（sanetions）をあたえ．ることもできる。た  

とえば労働者は，任意に離職・転職ができるし，ときにはストライキをうつこ  

とができる。   

以上においてわれわれは，レンマンの「企業の組織論的・モデル」を手がかり  

としながら，企業の近代組織論的モデルを設定しようとしてきた。レンマンの  

それは，われわれのみるところでは，「企業の組織均衡論的モデル」である。  

レンhマニ／のモデルの論拠を組戯均衡論にもとめることができるからである。組  

織均衡論は近代組織論の成果のひとつである。こうしてレンマンの・モデルは，  

企業の近代組織論的モデルとなる。  

「企業の組戯諭的モデル」は組織均衡論に論拠をもとめることができるだけ  

ではない。それは「組戯影響力の理論」の論拠をなしている。第2図は，企業  

とその利害関係者との相互依存関係をしめしているだけではない。それほ，各  

利害関係者が企業という組織を介して，相互に・影響力を行使している，という  

ことをしめしているともみるべきである。「企業のすべての利害関係者は……  

影響力をもっている，その影響力の根拠は企業とその利害関係者との相互依存  

である」（p巾59）と，レンマンものべている。   

ところで，「企業の組織論的モデル」は「企其の・モデル」である。しかし，  

それは組織均衡論に論拠をもとめることができるから，「組織のモデル」と基  

本的にかわらない。企業そのものを組織とみなすなら，企業と組織とは．同義  

に，したがって相互代替的にもちいることができる。ただ，「企業の・モデル」  

に．おいては，組織参加老が企業の利害関係者に特定化されているだけである。  

であるなら，「組織論的モデル」は企業そのもの以外にも適用できる。レンマ  

ンはそれを，企業の部・課などの部門単位，さらには労働組合にも適用しよう  

としている（p．99；116））。企業の部門単位の利害関係者としては，部門リー  

ダ・－・部門メンバ・－・企業そのものなどをかんがえている。また，組合指導者  

ほ組合組織の存続・成長を主目標とする「経営者」であり，一・般組合員や企業  

はその他の利害関係者なのである。   

さて，意思決定・組織影響力・組織均衡という近代組織論に固有の概念の相   
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互関連によ、つてニ，これ■までのところであきらかにされた，ふたつの組織過程，  

ふたつの経営者職能に．ついては，「コンフリクト論」「リ1－ダ1－・・シ ップ論」とい  

う組戯諭の部分領域でさらに具体的に解明されることになる。が，そのことに  

ついては節をかえてのちにのべることにする。  

ⅠⅠⅠ  

われわれはここで，「企業における労働者の経営参加」を研究するために必  

要な，いくつかの基本的な用語を定義し，経営参加の問題とはなにかについて  

かんがえる。そのために．まず，クラークら（Clarkeβ≠αg．，1972）の「分析的  

フL／1－ムワ・－ク（analyticalframework；frameworkofanalysis）」（p．v；3）  

を手がかりとする。クラ・－・クらのフレ・－ムワ・－クの論拠を近代紐戯論にもとめ  

ることによって，「経営参加の近代組織論的研究」の課題もまた，さらに具体  

的となるであろう。   

タラー・クらの『イギリスに．おける労働者の経営参加』は，たんにイギリスの  

経営参加についての実証研究として，意義をもっているばかりでほない。それ  

は，「さまざまのことなった労使関係システムをもつ，いろいろの国における  

労働者の経営参加について，ひとつの共通の分析的フレームワークの枠のなか  

で論じる」（Clarkeβ亡αヱ．，1972，p．Ⅴ）ための一・環としての研究なのである。  

したがって，その・フレー・ムワ1－クは，われわれにとっても有用であろう。しか  

も，以下でみるように，それは近代組織論と接合の可儲性を潜在的に・もってい  

る。  

術語の定義  

クラ・－クらが「分析的フレームワ、－ク」についてのべているところ（pp．3－8）  

から，そのユ・ツセンス部分を引用すれば，つぎのとおりである。   

（1）企業（enterprise）  

この研究は．，企業における労働者の経営参加をとりあつかうものであ  

り，そのためにイ企業」は，「ひとを賃金をはらって雇用している組織」  

である，と定義される。   

（2）労働者（workers）   
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この研究のなかでは，「労働者」は，……特定の組戯的環境（org・aniza－  

tionalcotext）のなかに．おりながら，執行権限（executive authority）の  

ない被用者をさすのにもちいられる。   

（3）経営（management）  

この研究でほ，経営とは，基本的には，企業の目標やその達成手段がき  

められる意思決定過程（decision－making・prOCeSS）である，とみなされ  

る。   

（4）参加（participation）  

参加とは，労働者が個人として，あるいは組合その他の労働者組戯をつ  

じて，企業経営上の決定に到達するまでの過程で，なんらかの関与をする  

ことを意味する。   

これが，「企業における労働者の経営参加（workers’participationinman－  

agement within the enterprise）」を論じるためのクラークらのフL／1－・ムワ  

1－クである。「企業」は組織とみなされている。「労働者」「経営」「参加」は意  

思決定概念で定義されている。そこには，クラ・－クらの■7レー・ムワ1－クと近代  

組織論との接合の可能性が示唆されている。  

「企業」ほ組織である。であれば，経営参加は組織における人間行動であ  

る。近代組織論に．よれば，組織は人間行動にたいして重要な影響力を行使する  

環境として機能する。したがって，どのような形態によって，どのていどの経  

営参加が実現されるかは，主としてそれぞれの企業の組織的環境要因によって  

ことなるものとなる。クラ1－クらも，「どのような参加の形態となるかは，こ  

れらの要因によって，あきらかにことなってくる」（p．57）とのべている。そ  

の論拠は近代組織論にもとめることができる。  

「労働者」も意思決定者である，というのが近代組織論の卑解である。近代  

組織論によれば，組織は人間行動のシステムであり，意思決定過程のネットワ  

ークである。その立場からすれば，人間は組戯における意思決定過程むこ関与す  

るかぎりにおいて，組織参加者としての「労働者」となるからである。しか  

し，そのことは，組織における意思決定の自由裁量が全面的に「労働者」にゆ  

だねられている，ということではない。経営者やその他の組織参加者が権限や  

影響力を行使することによって，それはおおいに制約されている。経営参加の   
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意義はその制約を克服するところにある。しかしそこにも限界がある。「労働  

着」の経営参加であるかぎりにおいて，意思決定過程の最終段階をなす，選択  

された代替案の執行の確保のための，「執行権限」をもつことはない。それは  

経営者に固有の権限である。これが，クラ・－クらのいう，経営参加の主体とし  

ての「労働者」は「執行権限をもたない」，ということの意味であろう。その  

論拠は近代組織論濫もとめられる。   

なお，「労働者」というばあい，それは経営者の部下として企業の特定の職  

務に従事する企業従業員をさすばかりではない。労働組合などの組戯を形成し  

て行動することもある。それも「労働者」としての行動とみなされる。このこ  

とは．，経営参加の形態をかんがえるとき，重要である。「労働者」が，企業経  

営上の意思決定過程に．関与するしかたは，多様となる。専任の組合代表をとお  

して，職場代表をとおして，あるいは労働者個人として参加する形態である。  

いずれも「労働者」の経営参加である。  

「マネジメント」というばあい，それはいろいろの意味でもらいられるのが  

通常である。それは，親戚における意思決定としての経営ないし管理の意味で  

あったり，組織において特定の職能を担当サーる機関としての経営者の意味であ  

ったり，また，ときには権限階層がその本質とされることもある。クラ1－クら  

は．，意思決定過程そのものとしての「経営」に，その基本的意味をみいだして  

いる。これは近代組織論とおなじ立場にたった見解である。しかし，権限階層  

あるいは経営老としてのマネジメントの側面が捨象されるわけではない。組織  

における意思決定過程は，その一側面として権限関係をともなう。そして，そ  

こで特定の権限を看する者が経営者なのである。  

「参加」については，それは主として意思決定への参加である，という見解  

が従来からなかったわけではない。しかし，それは意思決定の対象事項ないし  

領域に言及するのにもちいられることがおおかった。たとえば，増資や配当は  

経営者の単独的決定領域であり，賃金やその他の労働条件事項は団体交渉で決  

定されるべきであり，作業方法などの生産的事項の決定への参加こそが「経営  

参加」である，といった見解である。これは，意思決定過程への関与が「参  

加」である，というタラ・－クらの見解とはことなる。   

ところで，うえのような定義の「参加」を近代組織論的に研究することは，   
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解明すべき問題をなくすことに．ならないか，という疑問が生じるかもしれな  

い。近代組織論によれば，労働者は組織参加者であり，綾織参加者でない労働  

者は．ない。いいかえれば，企業組織における意思決定過程に関与しない労働者  

はいない。であれば，労働者の参加の是非について論じる余地はなくなる。   

だがしかし，われわれが「経営参加の近代組織論的研究」でとりあげる問題  

は，参加そのものの是非ではない。問題は，参加の拡充の必要性や緊急性が，  

個別企業に．とって1どのていどかということであり，そのための参加の形態は  

なにかということである。あるいは，・－・般の参加の是非論も，その真意は，参  

加の「拡充」と「形態」の是非論である（Rhenman，1968，pp．31－2），とい  

ったほうがよいかもしれない＄）。  

経営参加の諸形態  

さてそれでは，これまでのべたような抽象的な■7レームワ・－・クに．もとづけ  

ば，どのような経営参加の具体的な存在形態を識別できるか。また，それらの  

経営参加の形態と内容を規定する組織的要因とは具体的に．なにか。「経営参加  

の組織論的研究」を抽象的な－・般論にとどめず，実証研究を志向するために  

も，それらのことはあきらかにされなければならない。   

まず，クラ・－・クらに・したがって，経営参加の類型をみておこう。類型は具体  

的な存在形態と区別される。それは抽象的なフレームワ・－クにもとづいて，く  

みたてられたものである。同時に，それは具体的な存在形態の要約であること  

をめざしたものである。  

クラ・－・クらは，経営参加をつぎのふたつに類型化している（Clarkeβ孟αg．，  

1972，pp．7－8）。   

（1）権力指向的参加（power－Centredparticipation）   

（2）職務指向的参加（task－Centredparticipation）   

前者に．おいては，ふつう，労働者は個人としでではなく，なんらかの労働者  

3）クラークらも，みずからの参加論の関心対象について，つぎのようにのべている。  

「■この研究での関心は，労働者がそれぞれ従事している職診の内容に暗然のうちにふ   

くまれている意思決定の範囲をこえて，それを拡充してゆく意思決定に関与する過程   

としての参加の概念を検討することに．ある。」（Clarke et alリ1972，p．6）   
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組織代表をつうじて参加する。そのばあい，それは間接的参加（indirectpar－  

tieipation）ともよばれる。そこでは，労働者代表が企業における比較的に上  

位の権限階層レベルの意思決定過程に．関与する。こうして，労働者は．権力の増  

強をはかり，それを背景にして要求の実現をはかろうとする。したがって，権  

力指向的なのである。後者は企業従業員の職務やその作業環境に直接的に関係  

す・る意思決定過程への関与を指向する。その意味で職務指向的参加である。そ  

れはまた，参加の主体が企業従業員としての労働者個人であり，代表を介しな  

いから，直接的参加（direct participation）である。   

このような経営参加の類型についてのべるにあたって，クラ1－・クらは，それ  

ぞれの横型に属する具体的な経営参加の形態を例示している（pp．7－8）。それ  

はつぎのようなものである。   

（1）団体交渉（collective bargaining）   

（2）労使協議制（jointconsultation）   

（3）労働者重役制（worker－directors）   

（4）参加的管理（participative management）4）   

このうち，はじめの3形態は権力指向的参加とされ，最後の参加的管理は職  

務指向的参加とされている。その是非はともかくとして，われわれは．ここで，  

つぎのことに．注目をしなければならない。それは，労働者重役制や労使協議制  

はいうに．およばず，参加的管理，そして団体交渉まで，いっさいが経営参加と  

して把握されていることである。それを可能にしたのは，いうまでもなく，経  

営参加論の基礎概念としての意思決定という統山概念である0いっさいのもの  

を経営参加として統一・的に把握することじたいは，その基礎概念の有効性をし  

めしているといえよう。しかし問題がないわけではない。   

団体交渉は．経営参加の－・形態である，という見解にたいしては，異論がある  

かもしれない。しかしクラ1－クらは，「団体交渉はイギリろにおけるもっとも  

主要な参加形態である」（p．190）とさえ明言するのである。   

労働者の経営参加は．，労働者が経営という意思決定過程に関与することで  

4）まえにみた術語の定義からすれば，「参加的経営」の訳のほうがよいかもしれない。   

しかし，学界でも「参加的管理」の訳をよくみるし，また，のちに・みるように，これ   

は職長などの現場の第一線管理者の行動をさしているので，後者の訳を採用した。   
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ある。いいかえれば，労働者と経営老との共同的意思決定（jointdecision－  

making）があるところには，経営参加がある。情報交換・説得，その他さま  

ざまの方式で，個人が，あるいは集団や組織が，たがいに・意思決定過程に関与  

しあうことが参加である。そして，そのかぎりでは，労使協議制などの「経営  

参加」は，団体交渉と共通のものをわかちあっている。   

もちろん，「経営参加」と団体交渉とは，いくつかの点で性格を異にしてい  

る。たとえば「経営参加」という用語は，企業の協働的生産レベルの論議か  

らうまれたようだし，生産成果の分配という利害対立的レベルの団体交渉と  

ほ，歴史的にみて，性格を異にする，といえるかもしれない。あるいは，「経  

営参加」は，たんなる意思決定過摩への関与でなく，現に法的にみとめられて  

いる権利をこえて二，それに・関与することだ，といえるかもしれない。そうする  

と，日本では，団体交渉ほ「経営参加」でないことになる。さらに，のちにの  

べるようにり 労使協議制と団体交渉とは，共同的意思決定過程としても，性格  

がことなっている。   

このように団体交渉iま．労使協議制などの「経営参加」とは性格がことなる。  

「経営参加」諭が，団体交渉を考察の対象から，ときには比較の対象からも，  

はずしてしまったとしても，当然かもしれない。しかし，性格がちがうとは  

いえ，ともに共同的意思決定過程として共通している。経営参加についての考  

察を，労務管理の問題をかんがえる手がかりにしようとするとき，団体交渉と  

いう労使関係までひとまず視野をひろげ■て，労使関係に共通の原理を確認して  

おくことは，重要だとおもわれる。そこでわれわれは，ひとまず経営参加の考  

察対象を団体交渉までひろげて，そこに共通の意思決定論的基礎を確認してお  

くことにしたい。   

つぎに労働者藍役制は，企業の最高意思決定機関である監査役会・取締役会  

などの重役会へ労働者代表が参加する制度のことである。西ドイツにおける，  

「共同決定法（Mitbestimmungsgesetz；Co－determination Act）にもとづい  

た制度が有名であるが，その他の北欧諸国にも，菅及しているようである。日  

本でも，論議の対象としては，さかんになりつつある。企業の最高意思決定の  

みを「経営」と称する立場からすれば，労働者重役制こそが「経営参加」とい  

うことになる。が，われわれはそれを経営参加の－・形態としてあつかう。   
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労使協議制は，「労使協議会」などの名称で，わが国でもかなり普及してい  

る。労働者にとって影響力をもつ，さまざまの領域の決定問題について，労使  

のあいだで協議し，経営意思決定に労働者の利害や認識を反映させようとする  

ものである。個別的に詳細にみれば，その内容や性格もさまざまで，間接的な  

権力指向的参加である，といいきるには問題があるかもしれない。   

参加的管理は，クラ・－・クらに・よれば，人間関係諭やそれをうけつく“「行動科  

学」の適用によって－，みられるようになった管理方式である（p．167）。企業従  

業員を，主としでそ・の職務や作業環境についての意思決定過程に，参加させる  

管理方式のことである。労働者の職務内容を作業ばかりでなく，意思決定もふ  

くむようにする，職務拡大Gob enlargement；job enrichment）の制度や，  

自主的作業集団（autonomous work－grOupS）を形成して，それに作業の計  

画・統制をまかせる制度，などがある。   

以上においてわれわれは，クラー・クらにしたがって，主要な経営参加の形態  

を4つとりあげ，それについてみてきた。われわれは，この4つの参加形態  

を，経営参加の基本形態として，推定することに．したい。派生形態はいろいろ  

ありうる。たとえば提案制度（suggeStion schemes）というのがある。企業  

の生産能率増進に・ついての従業員個人ないし集団からの提案にたいして，報  

償，つうじょうは金銭的報償をあたえる制度のことである。したがってそれ  

は，基本的には職務指向的参加であり，参加的管理の派生形態である，といえ  

よう。ときには，しかし，提案の評価に関して，労働者組腰の代表が関与する  

ことはある。   

利潤分配制（profit－SharingSChemes）や従業員持株制（employee share－  

holding′SChemes）が，参加形態のひとつとして主張されることがある。それ  

らはそれぞれ，「企業の利潤にたいする参加」であり，「企業の資本にたいする  

参加」である，といわれる。しかしここでは，意思決定論の立場にたつから，  

そのような見解はとらない。利潤分配制は，その制定や分配基準の決定に労働  

者が関与するとき，それが経営参加の－・環をなしている，といえるかもしれな  

い。しかし，利潤分配制そのものを参加の－・形態とみることはできない。経営  

者によって独断的に制定され，運用される利潤分配制も，ありうるからであ  

る。従業員持株制も参加形態そのものではない。あとでもみるように，クラ・－   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



J977  香川大学経済学部 研究年報17   ・－・4ヱ∂－  

クらによれば，それは「所有形態」であり，経営参加の形態と内容を規定す  

る環境要因である。労働者の所持する株式が現実に議決権の行使をともなうと  

き，参加の一・形態が生じるであろう。もっとも，議決権の行使が，この制度の  

現実的な存在目的ではない。しかし，議決権行使の可能性だけでも，経営参加  

の規定要因とはなりうる。  

経営参加の規定要因   

経営参加の具体的な存在形態を識別することに・つづいて，それを規定する環  

境要因についてのべなければならない。タラ、－クらは，そのような経営参加の  

規定要因を，つぎの2種に大別してのべている（p．．56）5）。   

（1）組戯的変数（organizationalvariables）   

（2）外部環境的影響要因（environmentalinfluences）   

組織的変数としては5つが識別されている（pp．57－61）。それは，（1）組合  

組織率（degJreeOfunionization），（2）企業規模（size of enterprise），  

（3）技術的要因（technologicalfactors），（4）所有形態（form ofowner－  

ship），（5）管理方式（managementstyles），である。   

外部環境的影響要因としては，（1）生活水準（risingaffluence），（2）教  

5）占部数授ほ，経営参加の形感と内容を規定する要因に・ついて，企業内変数と企業外   
部の環境変数に大別して，のべておられる（占部，1977年，45ペ・－ジ）。そのうちの   

外部環境変数としては，（1）その国の歴史的・文化的条件，（2）政治的条件，  
（3）社会的条件，（4）経済的条件，などがあげられている。企業内変数とは，  

（1）労使関係の性格，（2）企業の規模，（3）所有と経常の分離，（4）企業内の階   
級性，（5）生産技術的条件，などのことである。   

そして，先進諸国のあいだの経営参加の形態と内容の国際比較をおこなうため，  

「技術的・経済的・社会的諸変数を統合する視点として，経営参加を規定するその国   
の歴史的・文化的要因を解明することに問題解決の糸口」（占部，1977年，序文）が   
もとめられる。それに．よってまた，日本的労使関係の特質も明快に・解明されている。   
だが，われわれの本稿での課題は，経営参加の国際比較研究ではない。そのような   

研究を前提にして，個別企業における経営参加の形態と内容の比較研究である。それ   
に．よって労務管理研究の一環としようとしている。したがって，われわれは企業の外   

部環境変数よりも企業内変数，とくに「組織的変数」を重視することになるであろ   
う。   
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育水準（1evelofeducation），（3）労働市場状況（1abour market），など  

があげられている（pp．6ト3）。   

これらの2種類の規定要因と参加形態との相関については，クラ・－クらのイ  

ギリスにおける実態調査をつうじて－，つぎのようなことがあきらかにされてい  

る。   

組∴合組織率がたかい企業ほど，協議・交渉のための機関をもつ傾向がつよい  

（p．96）。組合組織率と交渉機関の存在との相関は，とくに顕著である（p．76）。  

企業規模が大であるほど，協議・交渉のためのフォ・－・マルな機関が設置される  

傾向がつよくなる（p．73）。企業規模は掟案制度の普及率ともあきらかな相関  

をしめす（p．165）。クラ－クらの調査によって，経営参加の重要な規定要田と  

して検証されたのは，この2要因一組合組織率と企業規模一についてだけ  

である。   

私企業よりも国有企業のはうが，協議・交渉のための検閲の設置率はあき‖ら  

かに．たかい（p．78）。だが，所有形態を経営参加の重要な規定要因ということ  

はできない。イギリスに．おける国南産業は，労働者代表との交渉ないし協議の  

ための機関を設置することが，法的に．義務づけられているからである。また，  

従業員持株制という所有形態が，藍要な意味をもつ経営参加を生ぜしめる証拠  

はないし（p．185），利潤分配制の有無もおおきな差をもたらすものではない  

（p．107）。   

いわゆる業種ないし技術的要因の影響に．ついては，調査対象が限定されたも  

のであったので（p．59），実証的に検討されていない。管理方式につい七も，  

「郵送調査という方法に限界があり」（p．68），調査対象となっていない。外部  

環境的影響要因については，調査されたのか否か，いっさいが不明である。   

以上が，経営参加の規定要因についての，クラ・－クらの見解の概要である▲。  

そこには，いくつかの疑問がのこっている。「組織的変数」は，なぜ「組織的」  

変数なのか。規定要因と参加形態とのあいだに，調査にみ．られるような相関が 

なりたつのは，なぜか。経営参加の演定要因として指摘されながら，検証され  

ていない要因については，どのように．して実証研究をすすめたらよいか。その  

ほかに規定要田はないか。   

これらの疑問は、クラ1－クらの見解の論拠を，近代組織論とくに組織影密升   
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の理論にもとめることによって，解消の方法がみつかるであろう。クラ1－クら  

が，経営参加の規定要因を，「組織的変数」と「外部環境的影響要因」とに大  

別していることは，組戯影響力の理論との接合の糸口をなしている。組戯的要  

因の影響力は，組織外的影響力に．くらべて，質量の面で区別できる，とするの  

が組織影響力の理論であるからである。   

だが，クラ・－クらの議論には，組．織とはなにか，ということについての概念  

がない。だから，たとえば技術的要因が，なぜ組織的変数なのかわからない。  

組戯を人間行動のシステムとみる近代組織論の立場からは，技術的要因は組織  

外的要因となろう。いずれに．して－も，なにが経営参加を規定する，組織的要因  

であるか，組織外的要田であるか，については再考の余地がのこっている。   

なぜ調査でみられる相関がなりたつか，についての説明の論拠も，近代組織  

論に．もとめることができる。現象を説明するための近代組織論の統一・概念は，  

意思決定概念である。経営参加は共同的意思決定の過程であり，影響力は．決定  

前提を授供するものである。経営参加と規定要因の相関についての説明も，意  

思決定概念によって，なされなければならない。   

技術的要田や組織外的要因の影響力についての研究は，近代組戯論において  

も，じゅうぶんなものではない。では，どこにその研究をすすめる手がかりを  

もとめるか。ウッドワードの研究（Woodward，1965）をはじめ，最近めざま  

しい発展をみせているコンティンジェンシ1一理論（contingenCy theory）に，  

われわれは注目している。ウッドワ、－ドの貴献は，のちにみるように，組織形  

態や管理方式の規定要因として，技術的要因を識別したこと，それを操作的に  

定義し，規定関係を検証したこと，にある。管理方式のひとつが参加的管理で  

ある。最近のコンティンジェンシ1一理論は，技術的要因のはかに，さまざまの  

環境要因について，同様の研究をすすめている（赤F軌1974年；野中，1976  

年）。われわれは，これらの研究を，近代組織論と接合したうえで，経営参加  

論の研究に適用する必要性を感じている。   

こうして，経営参加の規定要因についての，タラ・－クらの見解にたいする疑  

問を解消する方法はみつかった。だが，それをただちに，ここで完遂すること  

は，われわれにはできない。以下の経営参加の問題の解明の過程で，完全にで  

はないが，ひとつひ享つ解消されてゆくだろう。   
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ⅠⅤ  

コンフリクト諭を適用すれば，経営参加の諸問題はどう解明されるか。この  

ことをかんがえるのが本節の課題である。   

コンフリクト諭は，近代組織論者とくに．マ・－チ＝サイモンに．よって，本格的  

に展開された，近代組織論の部分領域である。組織の均衡をはかるための過程  

のひとつに，組戯を環境に．適応させる過程があることは，さきにみた。レンマ  

ン（Rhenman，1968，p．29）によれば，そのための経営者の職能は，利害関  

係者間に．あるコンフリクトの解決である。コンフリクトを「社会病」とみなし  

て，それからの回避やその完全消滅をかんがえることは，なくなった。むし  

ろ，コンフリクトとほなにか，それはなぜ生じるのか，その発生・種類・性格  

を左右する要因はなにか，個人・集団ないし組織はそれに・どう適応している  

か，などが本格的に問題とされるように．なったのである。  

コンフリクトの一・般的定義とメカニズム  

コンフリクトとはなにか。われわれはまず，この問題をマーチ＝サイモンの  

見解を手がかりにして，かんがえてみたい。  

この術語は，もっとも一・般的に．は意思決定の標準的メカニズムの故障を  

さすのにもちいる。それがあると，個人または集団ほ，代替的行動案のひ  

とつを選択することが，困難になることを経験する。（March＆Simon，   

1958，p．112）   

マ・－・チ＝サイモンは，コンフリクトをこのように．－・般的に定義している。コ  

ンコリクトは，個人または集団が意思決定を経験するとき生じるものである。  

さきに，われわれは「意思決定過程モデル」を提示したが，あれを意思決定の  

標準的なメカニズムということができよう。あのような意思決定過程のいずれ  

かの段階で－・時的な故障をおこし，ひとつの代替案の選択にたどりつくのが困  

難な状態，それがコンフリクトである。故障は修繕すれば克服できる。そんな  

性質もコンフリクトはもっている。   

この－・般的な概念規定はさまざまのコンフリクト現象の把握を可能にする。  

マ・－チ＝サイモンは．，一・般的規定にもとづいて，コンフリクト現象を3つに分   
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草している（p．112）。それは，（1）個人的コンフリクト（individualcon－  

flict），（2）組織的コンフリクト（organizationalconflict），（3）組織間  

コンフリクト（interorganizationalconflict），である。■マ1－チ＝サイーモンほ，  

このうち組織的コンフリクトを主たる関心対象とするが，それも基本的にはふ  

たつにわけられる，という。それは，組織における個人的ないし個人内的（in－  

traindividual）なコンアリクト，および紡織における個人間ないし集団間コ  

ンフリクト，である。   

このマ・・・・・・チ＝サイモンの分塀から，コンフリクト現象全体は，基本的に．は，  

ふたつにわけられることがわかる。個人的ないし個人内的なものと，個人間・  

集団間ないし組織間といった、行動主体問で生じるものと，である。いずれも，  

意思決定過程において，ひとつの代替案を選択することを困難にするものであ  

る。つまり，行動主体内の心理的葛藤と，主体間の社会的衝突とが，意思決定  

概念に．よって，統一・的に把握されているのである。   

われわれの主たる関心対象ほ，利害関係者間のコン■フリクトという行動主体  

間のコンフリクトに．ある。しかし，マーチ＝サイモンの組織における集団間コ  

ンフリクトの議論は，個人的コンフリクトが存在しないことが，前提となって  

いる。また，個人的コンフリクトが，どのような意思決定メカニズムの故障な  

のかをみておくこと埠，コン1アリクト山・般の性質をしるためにも，必要であろ  

う。   

個人的コンフリクトは，どのような意思決定メカニズムの故障であるか。・マ  

－チ＝サイ1モンは，個人的コンフリクトが発生する状態を3つに分類できる，  

という（p．113）。それ札（1）受容不能性（unacceptadility），（2）比較不  

能性（incomparability），（3）不確実性（uncertainty），という状態である。  

これらは，意思決定メ．カニズみの故障の分類である，とみることもできる。受  

容不能性とは，代替案と代替案の結果とについて知覚でき，目標によって代替  

案の評価もできるが，いずれの代替案も目標（欲求水準）に達しない状態であ  

る0比較不能なりらち比較基準たる目標が確定してないからである。不確実性  

とは，代替案の結果について予想できない状態である。   

コンフリクトはそれにたいする適応行動を生ぜしめる。これは，いかなるコ  

ンフリクトについてもいえ、ろ，共通の性質である。コンフリクトとは，意思決   
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定メカニズムの一博的な故障であって，その破滅ではないからであろう0  

コンフリクトが知覚されるところには，コンフリクトを減少させようと   

するモ、p・ティベIM・ション（motivation to reduceconflict）が生じる。   

（p．．115）   

これが，個人的コンフリクトについて，マ1－サ＝サイモンが設定した仮説で  

ある。コン・アリクトを減少させるためには，個人はさまざまの探求行動をす  

る。このように，コンフリクトを探求行動の発生源とみるのは，近代理論の特  

徴である，とマ1－チ＝サイモンほみずからいっている（p・115）○   

コンフリクトに．たいして，個人はどのように適応するか。1それはコンフリク  

トの原因に．よる，とマ・－・チエサイモンはいう（p．115）。原因が不確実性に・ある  

ときは，個人はまず，既存の代替案結果の明確化（clarifieation）を探求する。  

それができないときは，あたらしい代替案を探求する。受容不能性のときは，  

目標に達するような，あたらしい代替案の探求がなされる。、それができないと  

きは，目標（欲求水準）の変動もある。目標の明確化といえるだろう。比較不  

能性のときも，目標の明確化がなされる。  

第3図 個人的コンフリクトの発生とそれにたいする個人の適応  

出所）MareIl＆Simon．1958，p117，Figure51‖（－・部省略）  

これまでの，個人的コンフリクトはどのようなとき発生するか，個人はコン  

フ・リク1一にたい 
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すれば第3図のように．なる。いずれの問題も，意思決定概念によって，解明さ  

れていることに注意しなければならない。  

集団間コンフリクトの発生条件と組織の適応  

組織的コンフリクトについても，その発生条件や組織の適応は，意思決定概  

念で解明される。われわれは．そのことを，マ1－チ＝サイモンの「組織に．おける  

集団間コンフリクト」についての分析をみることによって，あきらかにした  

い。その分析をみることによってまた，利害関係者間のコンフリクトの発生条  

件や，企業組戯の適応についてかんがえたいのである。   

組織における集団間コンフリクトはどのようなとき発生するか。  

・マ・－・チ＝サイモンはまず，組俄において個人的コンフリクトが存在しないこ  

とを，集団間コンフリクトの発生の必要条件のひとつとする。個人がひとつの  

代替案を選択できることは，集団問コンフリクトの発生する前提条件である。  

不確実性や受容不能性による個人的コンフリクトがあるときは，集団間コンフ  

リクトの発生する余地はない。しかし，個人的コンフリクトが存在しないこと  

は，集団問コンフリクトが発生するための十分条件でほない。   

個人的コン・アリクトが存在しないことにくわえて，つぎの3つの変数が，集  

団間コンフリクトの重要な規定安田として，指摘されている（p．121）。   

（1）共同的意思決定の必要感（fblt need for joint decision－making）   

（2） 目標の相違（differencein goals）   

（8）知覚の相違（differencein perceptions）   

すなわち，マ1－チ＝サイモンは，つぎのような仮説を設定している。  

組織参加者のあいだに，積極的な共同的意思決定の必要感があること  

と，目標の相違か，現実について－の知覚の相違かのいずれかが，あるいは  

両者が存在することとが，集団間コンフリクトのための必要条件であ  

る。（p．121）   

共同的意思決定の必要感のないところに，集団間で共同してひとつの代替案  

を選択するまでの過程で生じる，故障としての集団間コンフリクトは発生しな  

い。また，そのようなコンフリクトを減少させようとするモ、－ティベ、－シ ョン  

も，生じないであろう。そして，この共同的意思決定の必要感は，あとでのベ   
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るように，相互依存の事実にもとづいて生じるものである。   

目標は意思決定の－・要素である。目標の相違とは，集団間で代替案の評価基  

準がちがうことである。価値観の相違ともいえる。   

知覚の相違とは，事実認織についての相違のことである。それは，代替案の  

知覚の相違と，代替案の結果についての予想の相達とに，わけることができ  

る，とわれわれはみている。代替案および代替案の結果も意思決定の要素をな  

している。   

これまでわれわれは，集団問のコンフリクトが，どのようなとき発生するか  

についてみてきた。その発生ほ，つぎのような変数をもちいて，解明できるこ  

とがあきらかになった。それほ，（1）共同的意思決定の必要感，（2）目標の  

相違，（3）代替案の知覚の相違，（4）代替案の結果についての予想の相違，  

である。つまり，われわれは，集団間コンフリクトの発生について，意思決定  

概念をもちいて解明できるのである。   

ところで，個人的コンフリクトでのべたように，コ／■7リグトの発生は，コ  

ンフリクト減少のための適応行動をうむものである。では，組織における集団  

間コンフリクトに．たいして，組織はどのように適応するか。いいかえれば，組  

織はコンフリクトをどのようにして解決しようとするか。これがつぎの問題で  

ある。これまでのコンフリクトの発生についての考察が，従属変数としてのコ  

ンフリクトの考察というなら，つぎはコンフリクトを独立変数として考察する  

ことに．なる。   

マーチニサイモンは，コンフリクトにたいする組戯の適応過程をつぎの2種  

に大別してこいる（pp．129－31）。   

（1）分析的過程（anaIytic process）   

（2）交渉過程（bargaining・prOCeSS）   

分析的過程とよばれるものには，さらに．2種の過程がふくまれている。問題  

解決（problem－SOIving）と説得（persuasion）が，それである。   

問題解決の過程が生じるのは，目標の共有があるばあいである。いいかえれ  

ば，知覚に相違があるときである。そのばあい，共通の目標を満足させるよう  

な，代替案の探求と代替案の結果の予想という適応行動がとられる。情報の交  

換や共同収集，代替案の結果についての共同分析などである。こうして，共通   
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の目標を満足させるような代替案が選択されることが，問題解決である。   

説得は，目標が－・時的に相違しているが，その相違を固定的とみなす必要の  

ないときの適応過程である。組織における目標システムでは，下位レベルでは  

相違しているが，上位レベルでは共通していることが、よくある。このばあい，  

上位の目標との関係をしめし それが共通目標であることをしめすのが，説得  

である。あるいは，・そ・れまで気づかれなかった目標を想起させることによ、つ  

て，共通目標を確認することもあろう。要するに，説得ほ目標システムの分析  

過程である，といえる。   

交渉過程は，目標の相違が固定的とみなされるとき，生じるものである。マ  

－チ＝サイモンは，交渉過程にほ狭義の交渉とは別に「政治工作（“polities”）」  

がふくまれることを指摘している（p．130）。それは，交渉の場（arena of  

bargaining）が拡大されて，当事者以外の第3集団を潜在的な同盟者にひきこ  

むことである。団体交渉の場が拡大されて，そこに政府機関がひきこまそるこ  

とがある。それが一例としてあげられて■いる。いずれに．しても，交渉は，いわ  

ゆる利害対立，脅迫，欺瞞，かけひき，とい、つたものをともなうものだという。   

交渉過程咋「妥結」でおわるときと，「決裂」でおわるときがある。マ、－チ＝  

サイモンは，「交渉は，意思決定過程としては，決裂という結末（disruptive  

COnSequenCeS）をまねく潜在的可能性をある程度もっている」（p．131）とい  

う。他の可■能性として，われわれは．妥結という結末をみとめねばならなし、だろ  

う。そのばあい，目標の相違を前提にして，なんらかの妥協と約束，つまり  

「協約」がなりたつであろう。   

以上においてわれわれは，マーサ＝サイ・モンのいわゆる分析的過程と交渉過  

程とについてみてきた。それらは集団間コンフリクトにたいする組織の適応過  

程である。適応過程もまた，その基本的性質については，意思決定概念をもち  

いて解明されているのである。  

利害関係者間コン■アリクトとその種類  

これまでのべてきたコンフリクト論のフレームワh－－－クほ「利害関係者間のコ  

ン■7リクト」を論じるのにどれはど有効であろうか。このことをあきらかにす  

るため，以下でわれわれほ，レンマンの◆コンフリクト論を検討しながら，それ   
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とマ、－サ＝サイモンの・7レームワークの接合するという型で，論をすすめたい。   

レンマンは，第4図を提示しながら，みずからのコンフリクト論をつぎのよ  

うに要約している。  

第4図 レンマンのコソフリクト論（要約）  

出所）Rhenman，1968，pり54，釣♂祝γ¢9   

組織の在統はすべての利害関係者の共通の目標である（1）。それは利害  

関係者間の相互偲存を生ぜしめる（2）。そこでは．調整が必要にな………る  

（3）。また，各利害関係者は，たがいに衝突す－る目標をもっており（4），  

そのことは利害のコン・7リクト（conflictofinterests）をもたらす…・・・  

（5）。   

必要とされている調整を確保できるよう町，そのコンフリクトの解決を  

はかることは，経営者の職能となる。コンフリクトの解決のための制度化  

もかなりの程度すすんでいる…‥（6）。もっとも重要なコンフリクト解決  

の制度は……・ 共周的意思決定（jointdecision－making）である（7）。  

・‥共同的意思決定は．，その他の形態のコンフリクト，すなわち事実的  

コンフリクト（factualconflicts）（8）と形式的コンフリクト（fbrmal  

confliets）（9）をともない，複雑な様相を呈する可能性をもっている。前   
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者は当事者間の情報の制約から生じ（10），後者は相手の行動にたいする期  

待がうらぎられるとき生じる（11）。（Rhenman，1968，Pp．54－5）   

このようなレンマンの見解のよってたつ基盤は，いうまでもなく，いわゆる  

「企業の組織論的モデル」である。われわれほざきに，それを組織均衡論で補  

完した，いわば「企業の近代組織論的モデル」を明示した。ここでは，まずそ  

れを適用しながら，上述のレンマンのコンフリクト論の論拠をあきらかにして  

おきたい。   

利害関係者とは組織と相互依存の関係をもつものである。それはふたつの形  

態の利害関係者の相互依存（2）をもたらす。   

組織は利害関係者の貢献に依存する。そのとき利害関係者は，その貢献より  

大なる誘因を配分できるような誘因原資の生産，それによる組戯の存続という  

共通の目標（1）に．むけて，調整される必要性（3）のある相互依存関係がある。  

これが第1の利害関係者の相互．依存である。   

利害関係者は組織から配分される誘因に依存する。そのとき，それぞれの利  

害関係者の目標はたがいに衝突することがある（4）。たとえば，所有者は高利  

潤を，労働者は高賃金を，顧客ほ低価格を，それぞれひとつの目標とするだろ  

う。これらの目標はたがいに衝突する。しかしそこに．は，みずからの利害が他  

の利害関係者の利害に依存する，という相互依存の関係がある。これが利害関  

係者の相互依存の第2の形態である。そこから利害のコンフリクト（5）が生じ  

るとされている。   

つぎに，レンマンが「コンー7リクトの3形態（three types ofconflict）」  

（p．50）を識別していることに．，われわれは注意しなければならない。それは  

つぎの形態である。   

（1）利害のコンフリクト（conflicts ofinterest）   

（2）事実的コンフリクト（払ctualeonfliets）   

（3）形式的コン十7リクト（formalconflicts）   

利害のコンフリクト（5）が，マーチ＝サイモンのいわゆる「目標の相違」に  

より生じるものであることは，すでにあきらかであろう。各利害関係者は，組  

織からそれぞわ独自の誘因を期待し，その獲得を目標としている。そこから，  

現実の企業に．おいても，「目標の相違」したがって利害のコンフリクトの獲じ   
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る可能性がうまれる。   

事実的コンフリクト（8）とは，事実認織の相違，いいかえれば「知覚の相  

違」から生じるコンフリクトである。「知覚の相逮」は，主として，当事者の  

情報不足（10）からおきる。多種多量の利害関係者の貢献を調整する，組戯的過  

程をもつ企業において－，このような情報の制約が生じる可能性は大である，と  

いわねばならないだろう。   

これらふたつのコンフリクトはいずれも，目標，代替案の知覚，結果の予  

想，という実質的な意思決定要素の相違によって発生するものである。これと  

はちがって，形式的な手続上の意思決定の共通ル1－ルに，当事者が違反するこ  

とから生じるコンフリクトがある。形式的コンフリクト（9）とよばれている。  

法令・協約・慣習の形態で存在する形式的なル・－・ルへの違反は，相手の行動に  

たいする期待（11）をうらぎるものである。そのような′レールの制定をうむのは  

なにか。それをうむ重要な要因のひとつは調整の心安性（3），あるいはそれに  

もとづいた「共同的意思決定の必要感」であるといえるだろう。  

コンフリクト解決制度と経営参加  

レンマンが「コンフリクト解決制度（institutions for conflict resolution）  

（6）」に言及していることも，われわれは注目するところである。コンフリク  

トにたいする組織の適応過程についての抽象論をこえて，具体的な制度論に．お  

よぶための手がかりをえることが期待できるからである。   

レンマンは3つの「コンフリクト解決制度」をとりあげている（pp．39－40）。  

それは，（1）市場（market），（2）共同的意思決定00intdecision－mak－  

ing），（3）代議制（co6ptation），である。   

このような「制度」を論じるにさいし，レンマンは「コンフリクト解決方法  

（methods for resolving・COnflict）」にも言及している。通常もちいられる  

「方法」としてつぎのものがあげられている（p．44）。情報交換（exchang・eOf  

information），情報の共同収集（jointco11ection ofinformation），情報分  

析（interpretation），交渉（negotiation），および権限規定（authoritative  

prescriptions），がそれである。   

市場とは，2種複数の利害関係者の存在を前提にし，その間で価格が決定さ   
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れるメカニズムである。主として経済学の対象であり，個別企業における問題  

を関心対象とするわれわれも，それを組織の環境条件のひとつとしてとりあつ  

かうが，ここではとりあげない。   

共同的意思決定Goint decision－making）（7）は，「共同決定（Mitbestim－  

mung；CO－determination）」とは区別されている。しかもわれわれは，「共同  

的意思決定」という名称の単一・制度を，どこにもみることはできない。それ  

は，「情報交換に．よるコンフリクト解決」を共通の性格とした，複数の制度の  

総称だからである（Rhenman，1968，p．40）。  

「共同的意思決定」と総称される複数の制度とはなにか。レンマンは「制度」  

については論じないが，コン■アリクトの形態に応じたふたつの「解決方法」に  

ついてのべている。すなわち，「事実的コンフリクト」のばあい，「情報交換」  

で解決でき，「利害のコンフリクト」の解決のために．通常もちいられる方法は，  

「交渉」である（p．44），と。   

事実的コンフリクトほ情報交換で解決可能である，とレンマンはいう。しか  

しそれには，たんなる情報交換だけでなく，情報の共同収集，情報分析の専門  

家の求援も，ふくまれている。それは，マ・－サ＝サイ・モソのいう「分析的過程」  

に相当している。情報の交換・収集・分析による代替案の探求，その結果につ  

いての分析などが，そこでなされる。そして，企業の労使間に具体的に．みられ  

る制度のひとつとして，われわれは「労使協議制Oointconsultation）」をあ  

げることができる。   

利害のコンフリクトの解決方法としての「交渉」においても「情報交換」は  

前提となっている。新代替案の探求・代替案結果の分析に，圧力とか妥協とか  

約束とかいう要素もくわわって，相手側の価値基準をあるていど受容すると  

き，コン・フリクトはいちおう解決される。この方法がマ・－チ＝サイモンのいう  

「交渉過程」に相当し，具体的制度のひとつとして「周体交渉（collectivebar一  

節．ininめ」がある，といってまちがいないだろう。   

代議制とは，レンマンによれば，「利害関係者がその代表を組織の経営機関  

に．くわえる」（p．40）制度であり，たんに「経営参加」とよばれることもある。  

「労働者重役制（employee representationon theboard）」がその具体例であ  

る。それは，労働者代表が墓役会での「共同決定」の権限（authority）をあ   
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たえられることである。   

権限とはなにか。レンマンは，意思決定論にもとづき，権限受容説の立場に  

たち，それをつぎのように定義している。  

権限とは，ふたりの人間の社会的関係のもつ性質をぎすものである。A  

からBが，意思決定ないし行動の根拠として，指示を疑問なく受容すると  

き，AはBにたいして権限をもっているという。（p．67）   

そして権限には，ふたつの「源泉（sources）」があるという。ひとつは，昇  

給・昇進・解雇などの，報酬と制裁の適用という権力（power）である。いわ  

ゆる「権限の委譲」「権限規定」にいう権限とは，この権力を源泉とした権限  

のことである。もうひとつの源泉は，共通目標の受容を前提とした，知識ない  

し情報の優位性（superiorknowledgeorinformation）である。Aの指示に 

ふくまれる知識・情報が共通目標の達成手段としてすく小れているとき，Bはそ  

れを受容する。   

レン‥マこ／は労働者重役制を，「権限規定」によるコンフリクト解決制度，とし  

てあげるのであるが，どのような形態のコンフリクトを解決するものである  

か，についてはのべていない。それは「形式的コンフリクト」を解決するもの  

でもない。たしかに．，権限の規定によって，相手の行動への期待は確実なもの  

になる。ところが，形式的コン■フリクトとは，そのような期待がうらぎられる  

とき生じるものである。それを制裁によって解決することは効果的でない。権  

限規定は，形式的コンフリクトを解決するものではなく，相手の行動への期待  

を確実なものにすることによって，形式的コンフリクトを予防するものではあ  

ろう。また，権限規定は，目標の相違や知覚の相違ということについて疑問な  

く，代替案を受容させようとするものではあるから，利害のコン■7リクトや事  

実的コンフリクトを解決するものでないわけではない。   

以上に．おいてわれわれは，レンマンの見解を批判的に摂取しながら，つぎの  

ことをあきらかに．した6）。  

6）利啓開係者間のコンフリクトについてのこれまでの議論－コソフリクトの発生条   

件，コソフリクトの種塀，組織の適応－を，第3図にならって図示すれば，つぎの   

ようになろう。  
ここでは，形式的コンフリクトにたいして組織は，交渉か協議（分析的）かのいず   
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第1に，企業は，コン・7リクトの発生やそれにたいする適応のメカニズム  

を，現実に作動せしめる性質をもっている，ということがあきらかになった0  

組．織に．おける集団間コントフリクトは，ひとつには企業の利害関係宅間のコンフ  

リクトとして，具体的に．存在するのである。集団間コン■フリクトの発生と適応  

の意思決定論的メカニズムは．，マ1－チ＝サイモンによって，あきらかにされた。  

レンマンほ，みずからの「企業モデル」に．もとづきながら，企業が現実にその  

メカニズムを作動せしめる性質一利奮闘係著聞の相互依存－をもってこいる  

ことを，のべているのである。   

第2に．，企業における利害関係者間のコンフリクトは，その発生条件に応じ  

て，3つの形態を識別できる，ということがあきらかに・なった。利害のコンフ  

リクトは目標の相違，事実的コンフリクトは知覚の相違に，応じて生じるもの  

である。共同的意思決定の必要感は，それらのコンフリクトを発生せしめる前  

提条件であり，そのはかに．形式的コン〃フリクトをも発生せしめる原因でもあ  

る。   

第3にリ コンフリクトにたいする組織の適応過程は，企業に・おいては，コン  

フリクト解決制度として具体的に存在することがあきらかとなった。経営者と  

労働者という利害関係者の間にある，労使協議制および団体交渉制は，それぞ  

れ分析的過程および芦渉過程の制度化の一例である，とわれわれは・みた0であ  

れば，その種の形態？経営参力口はコンフリクト解決の制度である，といえるで  

あろう。  

れかの過程で適応する，といちおうしてある。   
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コンフリクトおよび経営参加の規定要因  

こうしてわれわれは，企業が－・般的に．いって，コンフリクトを発生せしめ，  

コンフリクトに適応するものであることを認識する。だが，そのことはすべて  

の企業が一・律であることを意味しない。個別企業に．おいては，どのようなコン  

フリクトがどのていど発生し，どの形態の経営参加がどのていど必要なのであ  

ろうか。いまやわれわれはこの問題を解明しなければならない段階にきた。そ  

のためには，コンフリクトの発生や適応を規定する組織内外の環境要田が，あ  

きらかにされなければならない。   

マ、－サ＝サイモ・ンほ，「共同的意思決定の必要感」「目標の相違」「知覚の相  

違」のそれぞれの規定要因について論じている（Mareh＆Simon，1958，pp．  

121－9）。われわれはそれを手がかりに．して，うえの問題を解明する準備作業を  

したい。   

共同的意思決定の必要感は，マ1－チ＝サイモンによれば，主として，「組織的  

意思決定におけるふたつの中心問題に関連して生じる」（p．122）。それは資源  

分割（resource allocation）と時間割（scheduling）である。利害関係者間の  

相互依存，、およびそれによって生じる調整の必要性も，このふたつに関するも  

のといえよう。そのばあい，資源とは原材料や資金だけでなく，配分の原資と  

しての組織成果もふくめてよいだろう。マ・－・チ＝サイモンによって，つぎのふ  

たつの命題が仮説としておかれている。  

希少資源にたいする相互依存性が大であるはど，その資源に関する共同  

的意思決定の必要感は大である。  

活動のタイミングの相互依存性が大であるほど，時間割に関する共同的  

意思決定の必要感は大である。（p．122）   

なぜ，このような仮説がなりたつか。それは人間に，みずからの身ぢかな環  

境をコントロ、－ルしたいという，意思決定の欲求があるからである。それによ  

って，資源や活動のタイミングについて相互依存性があれば，みずからに身ぢ  

かにかかわってくる資源や時間をコントロ・－リレしたいという欲求となるのであ  

る。   

希少資源にたいする相互依存性は，資源の希少性に依存する。組織匿とって   
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利用可儲な資源が無限にあるならば，調整の必要はないし，相互依存もない。  

組戯にとって利用可儲な資源の最は，組戯外的な環境の状態一景気の状態  

一に依存している。そこで，つぎのような仮説も設定できる。  

環境の良好性（munificenceoftheenvironm占nt）が大であるほど，  

共同的意思決定の必要感は小となる。（p．123）   

では，活動のタイミングの相互依存性はなに．に依存するか。ひとつには分業  

（division ofwork）の形態があるようである（pp．158－・61）。目的別の分業（製  

品別専門化）よりも過程別の分業（工程別専門化）のはうが，活動のタイミン  

グの相互依存性ほ大である，といえよう。そこでわれわれは，分業形態ないし  

は組織形態を，共伺的意思決定の必要感のひとつの規定要因としてあげておく  

ことにしよう。   

つぎに，目標の相違を規定する要因についてみよう。   

マ・－チ＝サイ・モンは，コン・フリクトが本格的な分析の対象にならなかった理  

由のひとつは，雇用契約の制度に焦点をあわせることによって，現実には個人  

間・集団間に．目標の相違があることを捨象したことだ，という（pp．124－5）。  

雇用契約は，金銭およびその他の報酬と交換に，労働者が企業目標を追求する  

ことについての契約だからである。したがって報酬制度が，多様な個人的目標  

によって生じる目標の相違，という問題を実質的にも解決している，とみなさ  

れたのである。しかし，報酬制度が多様な目標を調整し，目標の相遮を顕在化  

させないかどうかは，組織的要因に依存している，とマーチ＝サイ・モンはみて  

いる（p．125）。第1に．，報酬があいまいな基準で分配されると，目標の調整に  

役だたない。報酬の基準ほ各人の組戯目標への貢献度である。各人にとっての  

組織目標への活動の貢献度の明確性を，組織目標の主観的オペレーショナリテ  

ィ（subjectiveoperationalityoforganiyationalgoals）という（pp．125－6；  

62－3）。こうして，マ・－チ＝サイモンは，目標の相違の規定要因に関して，つぎ  

の仮説をおいている。  

組織目標の主観的オペレー・ショナリティが小であるはど，組織における  

各人の目標の相違は大となる。（pp．125－の   

組織目標の主観的オペレ、－シ ョナリティはさらに，組織形態（typeofor－  

ganization）や組織規模（sizeoforganization）などに．よって規定される，   
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とマ、－サ＝サイモンはのべている（p．126）。組戯形態とは，ここでは，活動の  

定型化 ル・一子ン化の度あいをさしている。定型化が大であるはど，主観的オ  

ペレー・ショナリティは大である，とされている（p．63）。また，組織の規模が  

小であるほど，主観的オ・ベレーショナリティは大となる，といえよう。さらに，  

定型化の度あいは技術的要因に．よって規定される，とマ・－チ＝サイ・モンはみて  

いるようである。すなわち，定型化の度あいはオー・トメ、－ション化 あるいは  

装置集約化の度あいによってしめされる（p．144），といってこいるからである0   

報酬制度が多様な目標の調整に．役だつかどうかは，報酬基準のオペレーショ  

ナリティだけではない。いくらオペレーショナリティが大であっても，配分す  

べき原資が希少であれば，調整に役だたない。したがって，資源の希少性は共  

同的意思決定の必要感だけでなく，目標の相違をも規定する（pユ26）。   

目標の相違の規定要因については，このはかにモ・－・ティベーション諭を適用  

して，論じることもできる。それは，集団同一イヒ（identificationwith the  

group）ないし集団での目標共菊鹿あいの，規定要因について論じるからであ  

る。そのなかから，ここではひとつだけ，文化的規範（Qulturalnorm）とい  

う文化的要因をとりあけて：おこう。それは集団帰属への文化的圧力や，個人目  

標追求の許容度をさしている（pp．68－70）。   

最後に，知覚の相逮の規定要因をみておこう。   

まえにもみたように，知覚の相達とは，代替案の知覚の相違，および代替案  

の結果の予想の相違のことである。そして，どのような代替案を知覚するか，  

その結果をどう予想するかは，その評価基準として，どのような目標が設定さ  

れるか，ということにかなり依存するとかんがえられる。逆に，目標の設定の  

しかたが，代替案の知覚や結果の予想のしかたによって，かわることもあるだ  

ろう。マー・チ＝サイモンは「目標の知覚とのあいだには実質的な相互作用があ  

る」（p．127）といっている。そして，つぎの仮説をおいている。  

目標の相連が大であるほど，知覚の相違は大となる。その道もなりた  

つ。（p．127）   

知覚の相違を規定するのは目標の相遮だけではない。知覚の相違は情報の共  

有性におおきく依存する。   

情報の共有性を規定する組織的要田として，まず第1に組織規模がある。組   
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織規模が大であるということほ組織メソ／ミ・－が多数であるということであり，  

組織メソンミ一による代替案の探求・知覚やその結果の予想は多様となる。つま  

り，各組織メンバ・－のうけとる情報の畳と種類がちがうから，情報の共萄性は  

小となるであろう。   

また，組戯メンバ1－が共通の情報源をもっているかどうか，組織における情  

報処理のためのフォ、－マルな手続がどうなっているか，なども情報の共有性を  

規定する。マ・－チ＝サイモ・ンはつぎの仮説を明示している。そこでいう情報処  

理のチャネリングとは，所与の情報を伝達してゆく組織メンバ・－の数を確定す  

ることである。それはコミュ．ニケ、－・・ションのフォ、－マルな手続によってきま  

る。  

独立の情報源の数がおおいほど，組織における知覚の相違は大となる。   

（p．127）  

情報処理のチャネリングが大であるはど，組俄における知覚の相違ほ大  

となる。（p．128）   

さらに．，組織形態も情報の共有性を規定する。分権的組織形態匿おける部門  

間のほうが，集権的組織形態における部門間よりも，情報源はおおいし，情報  

処理のチャネリングも大となるであろう。したがって，前者に．おいては部門間  

の情報の共有性は小となる。  

第5図 集田間コンフリクトの規定要因  

出所）March＆Simon，1858，p．128；Figure5”3．（－・部省略）   
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以上に．おいてわれわれは，マ・－チ＝サイモンを辛がかりにして，「共同的意思  

決定の必要感」「目標の相違」「知覚の相違」を規定する要田をみ．ようとして－き  

た。マ・－サ＝サイモンは，主要仮説にふくまれる要因間の関係を，第5図のよ  

うに図示している。われわれほ，これらの主要要因を中心にして，それと，組  

織規模や組織形態という組織的な要因，および市場環境要田のほか，技術的要  

因や文化的要因という組織外環境要因と，の関係をとくに強調してきた。   

ところで，この集団問コンフリ・クトの規定要因についてのモデルは，われわ  

れの目的に．とってどれほど有効なのだろうか。われわれの目的は，個別企業に  

おける労働者の経営参加の形態と内容を説明することはもとより，予見し，経  

験的に検証できるようにすることである。まず，組俄に・おける集団間について  

のべられたものを，組織間コンフリクト論に適用できるか。労使間のコンフリ  

クトは，ときには企業組織と労働組合組織とのコンフリクトとなるからであ  

る。つぎに，集団間コンフリクトを予見するためのモデルが，コンフリクトの  

形態，さらにはコンフリクト解決制度としての経営参加の形態を予見するため  

に．適用できるであろうか。   

マ・－チ＝サイモンは，組戯間コンフリクトについて詳細にのべることをして  

いない。組織に．とって，内的関係と外的関係とはそれはど判然としたものでは  

ない，とかれはいう（p．131）。したがって，組織に．おける集団間のコンフリク  

トについてのべたことほ．，はとんどそのまま組戯間コンフリクトについてもい  

えることに．なる。とくに．企業と企業別組合とのコンフリクトについては，その  

ことがいえよう。ただ，組戯内のコンフリクトにたいしては，分析的解決が要  

請されることがおおく，組織間コンフリクトについての文献は，交渉過程につ  

いてあつかうことがおおい，ということはマT－チ＝サイモンも指摘している  

（p．131）。それは，組戯の相違は目標の相違でもあるからであろう。組織間に  

は利害のコンフリクトが生じやすく，組織は交渉過程で適応することがおお  

い，ということである。   

われわれは，経営参加の形態と内容の予見とその検証に，集団間コンフリク  

トのモデルを適用しようとしている。が，集団間コンフリクトのモデルが完全  

なものかといえば，そうではない。規定要因としてとりあげられたものは全部  

でほなく，主要なものである。要因間の関係も関数関係にあることはしめされ   
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ても，どのような関数形態なのか明確でない。マ・－サ＝サイモンも，「予見のた  

めには，要因関係の全体を明確にすることだけでなく，その関数形態やそれぞ  

れのパラメ、－・タ・－の値を明確にすることがなお必要である」（p．129）とのべて  

いる。ましてや，われわれは，集団間コンフリクトー・般でなく，コンフリクト  

の発生条件を個別に予見し，それに応じたコンフリクトの形態，さらには経営  

参加の形態を予見しようとしているのであるから，そのことは必要である。し  

かし，マ・－チ＝サイモンもわれわれも，予見とその検証を重視する実証科学を  

志向していることは，まちがいないところである。   

以上，この節においては，経営参加の形態のうち団体交渉と労使協議制の本  

質をコン■フリクトの解決制度として把捉できることをしめし，その規定要因と  

して－の組織的および組織外的環境要田に．ついてのべてきた。   

まず，コンフリクトの意味と，その発生と適応のメカニズムとが，意思決定  

概念によって一・般的に．解明された。つぎにり そのメカニズムを作動させる現実  

的基盤が企業にあることを，「企業の組織論的モデル」にもとづいて，のべた。  

コンフリクトにたいする組戯の適応過程ないし企業のコンフリクト解決制度と  

して，団体交渉や労使協議制の意義があることものべた。そうしてコンフリク  

トの各形態，したがってその解決制度としての経営参加を規定する組織的およ  

び組織外的環境要因をあきらかに．しようとした。それは完成はしなかったが，  

これからの研究の基盤となる′ものだった。   

意思決定概念，「企業の組織論的モデル」，および組織影響力の理論はすべて，  

近代組織論に・よってうみだされたものである。このことは近代組織論的研究の  

有効性をしめすものとして注目されなければならない。   

なお，レンマンは労働者重役制もコンフリ、クト解決制度としての「経営参  

加」であるとみていた。しかしわれわれは，それによって直接的に解決される  

べきコンフリクトをみいだすことができなかった。それは，コンフリクト解決  

とは，別の本質をもっているのではないだろうか。この点はの■ちに再考する予  

定である。  

Ⅴ   

リ・－ダ・－シ ップ諭はぃ経営参加の諸問題を解明するのに，どう役だつか。こ   
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のことをかんがえるのが本節の課題である。   

コンフリクト論は近代組織論濫よって展開された，組戯論のあたらしい部分  

領域である。それが経営参加の問題の解明にとって看効であることは，これま  

でみたとおりである。だが，経営参加と組織論－これを主題とした議論は，  

コンフリクト諭につきるわけではない。組織論ないし管理論のかなりふるい時  

期から，参加論の伝統がある。参加は労働老の満足をたかめ，生産性の向上を  

もたらす，という命題をめぐる議論である。「参加」はとくに「参加的管理」  

とよばれることがある。   

人間関係論がその議論の創始者であることは，よく指摘されるとこ．ろである  

（Rhenman，1968，p．9；77；Clarkeet al．，1972，pp．156－7）。それは，モラ1－ 

ルや生産性の向上を「監督方式」で説明しょうとしたことがあった。こんにち  

では，行動科学者がこの議論をひきついでいる，ともいわれる（Clarkeβ才αJ．，  

1972，p．157）。しかし，その研究は近代組織論という「意思決定の行動科学」  

とほ区別されるべき「リ1－ダーシップの行動科学」である（占部，1968年，11－  

2ペ、－ジ；1970年，40ペ1－ジ）。人間関係論と「りい・・・・・ダー・シップの行動科学」  

は，ともに．リーダ、－シ ップ研究をなしている。「参加」は参加的り・－ダ、－・シ ッ  

プでもある。   

そして，このようなり・－・ダーシ ップ研究ほ，うえにもふれているように，近  

代組織論とほ別のところで，それと平行して，あるいはそれ以後も，めざまし  

い発展をしめしている。しかも，それらの研究をすべて同質のものとしてとら  

えることも困難である。リ・血ダーシップ研究は多様な系譜と類型をもってい  

る。   

そこで，ソーダ・－シップの諸研究の系譜と類型を整理し，それを近代組織論  

に．統合し，近代組織論の部分領域としてのリーダ・－シップ論を構築すること  

が，まず，われわれの課題となってくる。ここでレンマンの見解が示酸をあた  

えてくれる。われわれの課題は，まずレンマンの見解を批判的に検討すること  

である。そのことに．よって，経営参加の近代組織論的研究の一層と しての，  

リーダ・－シ ップ論に．もとづいた経営参加の研究が可能となる。   

そのうえで，個別企業の「参加的管理」を規定する組織的および組織外的環  

境要因をあきらかにして，実証研究を志向しなければならない。これはレンマ   
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ンの言及しないところである。そのはかの人の見解によらねばならない。   

リー・ダ、－・シ ップ研究の系譜と類型   

レンマンは，リ、－ダ1－シ ップに関する伝統的研究と最近の研究を検討し，そ  

れぞれの研究の成果と欠陥が，近代組戯論的リー・ダ・－シップ論－「企業の組  

織論的モデル」の適用一に．よって，統合され，補完・克服される様相をえが  

いている（Rhenman，1968，Chaps．4－5）。近代組織論的リ1－ダ－シップ論に  

いたる，リ・－ダ、－シップ研究の系譜と類型の様相である。レンマンの見解を参  

考にして，われわれはその様相を，第6図のように図示することができるであ  

ろう。  

第6図リ1－ダー・シップ研究の系譜と類型   

レンマンによれば，こんにちのり、－ダ・－シ ップ研究は，3つの学派による研  

究に区別できる（p．81）。   

第1学派は，「前線のリl－・ダ・－シ ップ（frontlineleadership）」（p．93）に  

主たる関心をよせるグループである。工場の職長といった第一・線管理者の従業  

員にたいする監督行動が，主たる関心対象である。リッカート（Likert，1961；  

1967）の研究がその代表的なものである。そこでは，管理や組織笹たいしても   
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関心ははらわれるが，その中一山ま虜一・線管理者の監督行動である。マグレガー  

（MeGregOr，1960）やア・－ジリス（Ar訂ris，1957）もこの派にふくめること  

ができよう。   

第2学派は，「組織におけるリーダ・－シップ（leadershipinorganization）」  

を研究する。直接の関心対象は組織ないし管理なのであるが，そのなかでり、－・  

ダ1－シ ップの問題もとりあげる。近代組織論はこの派に属する。   

第3学派は，いわば「技術学派（technologicalschool）」である。この学派  

は，他のふたつの学派のり・－ダ・－シップ研究が，社会学的・心理学的研究に偏  

するのに対して，技術学的研究を提唱する。すなわち，職務満足や生産性への  

影響要因として，職務構造や技術的要因の重要性を主張する。レンマンは，ハ  

、－・ツバ・－ グ（Herzbergβ≠α～り1959；Herzberg，1966）やウッドワ・－・ドの研究  

をかんがえている（pp．87－8）。この「技術学派」の研究がすすむであろう方向  

に，ロンドンにあるタビストック研究所（TavistockInstitute）による「社  

会＝技術システム（socio－teChnicalsystem）」論がある，とレンマンは指摘し  

（p．89），ライス（Rice，1958）の研究に言及している（p．153）。   

これら3学派からなる，こんに．ちのり・－・ダ、－シップ研究は，さまざまな研究  

の系譜をもっている。この系譜も3種に区別できるようである。第1は，企業  

の部門吐かぎらず，いわば純粋の集団におけるり・－ダ・－の行動の研究の系譜で  

ある。純粋リーダ1－シップ研究の系譜とよんでおこう。クルト・レビン（Kurt  

Lewin）を中心とするブル・－プ・ダイナミックス（集団力学）はここに属す  

る。第2は，人間関係論の系恕である。この系譜の源泉には科学的管理法には  

じまる古典的管理論がある。第3は組織論の系譜である。古典的組織論がその  

源泉である。   

第1学派の「前線のり仙ダ仙シップ」論は純粋り・－ダ・－・シ ップ研究の系譜を  

もっている。この系譜の源のほうにり叫ダ・－の資質（traits）についての研究  

がある。どのような資質のリ1－ダ・－が成功するか，ということについての研究  

である。そのほかに，クルト・レビンを中心とするブル・－・プ・ダイナミックス  

がある。「民主的り・－ダ・－シ ップ」を「権威主義的り、－ダー・シップ」に対比し  

て，はじめて定義したのはレビンだといわれている（Rbenman，1968，p．152）。  

「前線のり・－ダ・－シ ップ」論は人間関係論の系譜ももっている。それは「参   
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加一満足一生塵性」をめくヾる議論をひきついだ，ともいわれる。たしかに．，  

「参加」が議論の対象になるのは人間関係論の登場を契機にしているようであ  

る。しかし，「生産性」向上のための作業研究をおこない，賃金形態の「生産  

性」にたいする心理的効果に．着目したのは，科学的管理法である。この意味  

で，科学的管理法はこの系譜の源泉である。   

以上のようなり・－ダ・－・シップ研究の系譜と類型のうち，人間関係論と，3学  

派からなるこんにちのリー・ダ・－シ ップ研究については，その研究内容にすこし  

ふれておかなければならない。それぞれの成果が近代組織論的り・－ダ・－シップ  

諭によって統合でき，それぞれの限界や欠陥が補完・克服される様相を明確に．  

したいからである。純粋リーダ・－シ ップの系譜についての検討は，別の機会に．  

ゆずり，ここではその内容にふれない7）。組戯諭の系譜については，レンマン  

の見解を検討するに．とどめる。  

人間関係論   

「参加一満足一生産性」をめくヾる議論の出発点が人間関係論にある，といわ  

れるのはなぜか。それは，人間関係論の基礎をなすホーソン実験のうち，「継  

電器組立実験室（RelayAssembly Test Room）」におけるモラ1－・ルや生産性  

の上昇と，「バンク配線作業観察室（Bank WiringObservation Room）」に  

おける生産制限の現象とを，インフォ・－マル組俄によって説明したことに．端を  

発して－いるようである。ホ1－ソン実験の報告書をかいたレスリスバ・－・か－＝デ  

ィクソン（Roethlisberger＆Dickson，1939）はつぎのようにのべている。  

継電器組立実験室とバンク配線作業観察室でしめされたように，イ ン   

フォ、－マル・グル－プの作用はきわめて重要である。（p．559）  

これら2室の差は，その構成員にたいしてインフォ、－・マル組織のはたし   

た機能を比較す－ることによってのみ理解できる。（p．561）  

継電器組立実験室実験でしめされたことは，変更事項が注意ぶかく，作  

7）クルト・レビンおよびグル・－プ・ダイナミックスからリッか－・ト理論にいたる，理   

論的系譜濫ついて考察したものとして，すでに野中（1973年）氏の論文がある。論題   

は「ⅩurtLewin，グノレープ・ダイナミックス，後期人間関係論」という。そこでは，  

リッか－ト理論の本質が，タルト・レビンとかれの創始したグル・－プ・ダイナミック   

スとの関連に．おいて，あきらかに．されている。   
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業者の感情（sentiments）を考慮して，導入されるならば，作業者は・‥‥   

経営目的と調和する好意的なイン・フォーマル組織を形成する傾向がある，  

ということである。（pp．561－2）   

これはレスリスバ・－・か－・＝ディクソンがホーソン実験全体からえた結論であ  

る。その初期の段階でなされた継電器組立実験室実験の直後には，生産性の上  

昇を説明するための仮説として5つが設定された（pp．86－9）。しかしその後の  

れ－・ソン実験によって4つの仮説は否定された。あとの1つは監督方式の変更  

（changesin the methodofsupervision）である。これをレスリスバ1－ガ  

ー・＝ディクソンは支持も否定もしないままである。しかし，これがほかの人び  

とに理解され，また適用されるときに，インフォー・マル組戯の発見とあわせ  

て－，労働者の感情を考慮にいれる監督方式となったようである。とうして，技  

術やフォ・・－・マル組織の変更のさいの事前協議や，提案制度などの「参加」施策  

が人間関係施策といわれるように．なった。しかし，それらの施策はあく1まで，  

労働者の感情を考慮にいれるための温和な監督方式，としての本質しかもたな  

いものである。   

それはえせ参加であり，継電器組立実験室での生産性上昇の説明としても適  

切なものではない。このような指摘をするのはブルームバ・－グ（Blumberg，  

1968）であが）。なぜ適切なものではないか。ブル、－ムバ・－グに・よればつぎのと  

おりである。レスリスバ・－ガ、－・＝ディクソンほ，継電器組立実験を1929年でお  

わるものとして，報告しているが，じつはその後も継続しておこなわれた。ホ  

ワイトヘッド（Whitehead，T．N．）がそれについて報告している9）。それによる  

と，1929年以後は，温和な監督方式は不変であったが，生産性はさがった事実  

がある，という（Blumberg；1968，p．39）。   

そこで，インフォ・－マル組織や温和な監督方式にかわって，実験室での現象  

8）ブル・－ムバ・－・グの人間関係論についての見解にたいして，批判的検討をくわえたも   

のに．，原田（1973年）氏の論文がある。論題は「人間関係論の参加主義的理解につい   

て－PaulBlumberg・の『産業民主主義論』の考察－」という。  
9）ホワイトヘッドの報告については，ブル・－ムバ・－グはつぎの書から引用している   

が，山口は未見である。  

T．N．Whi七ehead，TheZndustrialWorker（Harvard University Press，   
Cambridge，Mass．1938），VOl．Ⅰ   
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を適切に説明するものが必要になってくる。それは意思決定過程への労働者の  

参加である，とブル・－・ムバ1－グは指摘する。かれはつぎのようにのべている。  

生産性とモラ・－ルの顕著な上昇む説明するのは，実験室の労働者が，み  

ずからの労働条件が決定されるさいに．，重要な役ぁりを演じたことであ  

る。作業者は，実験の当初から，意思決定過程（decision－makingprO－  

CeSS）に関与していたのであり，みずからの職務や労働条件をかなりのて  

いど，直接的にかつ自主的に規制していたのである。いいかえると，小規  

模ではあるが其の労働者参加がい‥…実験室に導入されていたのである。調  

査員たちは気づいてないが，実験室でのあの上昇を説明するのは，この参  

加的管理（participative management）という要因のほかにない。（pp．  

20－1）   

人間関係諭の理論的特徴はあくまで，人間はそれぞれちがった感情ないし態  

度（attitudes）をもつものである，という人間の動機モデルに．ある。しかもそ  

の動機は，インフォ1－マル組戯をはなれては満足をもたらさない性質のもので  

ある。しかし，人間関係諭の関心対象とした現象が人間の意思決定モデルにも  

とづいて－そしてその方がより適切に．一説明できるなら，参加に関する人  

間関係諭の成果は近代組．放論のなかに統合できることになる。人間関係諭の成  

果とは豊富な実験デー・タである。   

リッカー・トと「前線のリーダ・－・シップ」諭   

人間関係諭は，近代組戯論の立場からみると，うえのような欠陥をもってい  

る。しかし，人間関係論の意義が皆無というのではない。それはおおくの研究  

者を刺激した。「前線のリーダ・－シ ップ」論は．そのような研究者－いわゆる  

行動科学者一によって展開された研究である。かれらは，人間の動機モデル  

を改良し，説明対象を拡大し，予見と検証ができるような方向を指向した10）。  

10）マグレか－，ア・－ジリス，リッか－・ト，それにノ、－ツバ・－・ グの所論について，個   

別的には，われわれはまえに．検討したことがある（山口，1970年；1972年；1975年）。   

その検討に．よって，これらの論者の所論の関係は，しぜんに，あきらかになるよう   

にみえるが，じっさいは，ひとつひとつの個別的性格をあきらかにするに．とどまる   

傾向にある。これらの所論が，いかなる関係をもつか，いかなる関係をもたせたほ   

うがよいか，ということについて考察することは，われわれの課題としてのこって   
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マグレガー・の主たる貢献は，‖マスロ1－の欲求階層説をもとに．してたてたY理  

論という革新的な理論的仮説のはたす機能について，のべたことである（山口，  

1975年）。ア叫・ジリスは，改良された動機モデルにもとづいて，こんにちの典  

型的な企業従業員の行動がなぜ生じるかを説明している。生産制限行動をは．じ  

め，組戯離脱行動，組織にたいする冷淡・無関心という行動などが説明されて  

いる（山口，1970年）。しかし両者の研究はともに，予見と検証の可能性をか  

くうらみがある。仮説の改良に．よる説明対象の広範性，要因の操作的定義によ  

第7図 システム1または2と，システム4における変数間関係  

これらの変数をもたらし   

l  

ヰ 介 変 数  

上司に対する好意的態度  
掛、借用と信輔  
掛、相互現増  
すぐれたっミュニケーション（上下，左右）  
剛胱価こ対する掛、帰属忠弘  

これらの変数を導く  

l  
鰭 よ 東 銀  

これらの交歓の所在が  

l  

度 目 文 数  

］  

］  

］  

］  

支 持 関 係 の 原 理  

シ
ス
テ
ム
4
 
 

多元的蕊複集団構造における   
集団的意攣決定  

各階層における同源の掛、顆   

目標（生産軋品質．スタランプに関し  

高 い 業 績 目 標  

掛堀力：厳格な作業去釧⊆．   

人見制札厳格な予算  
（いずれも三宅せられたもの）  

シ
ス
テ
ム
l
ま
た
は
2
 
 

恐怖にもとづく服従  
榊伐的應ぼ（たとえば宥！用や南朝   

がほとんどない）  

まずいコミュニケーション  
低い水準の影甘力  
低い水准の協同的紡根づけ  
l音源の低い英紙目標  

！霊磁露の別限  

「訂ナ【か欠恥蕗儲  

出所）Likert，1967，p．187，Fig．8－1（三隈訳，1968年，172べl－ジ，に・よる）  

いる。本稿では，そのような問題についても，考察をくわえようとしている。   

それぞれの所論の関係をあきらかにし，連絡をつけることは，それまで，ひとっ  

ひとつの所論の検討ではあきらかに．できなかった，それぞれの所論の意義を，その  

たがいの関係の全体構造のなかで，あきらかにするし，その全体構造の意義をかん  

がえるのにも役だつだろう。われわれが本稿で問題とするのは，リ・－・ダ・－・シ ップ研  

究の全体的内部構造である。上記のもの以外もふくめた諸説の，共通性だけでなく，  

異質性もそのなかにふくんだ，全体構造をあきらかにすることである。   
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る測定の可儲性，つまり予見と検証の可儲性において，「前線のリ1－ダ、－・シ ッ  

プ」論はリッカート理論で代表させることができる。  

リッか－トは．，変数化された諸要因の相関関係を第7図のように図示してい  

る。諸変数は，原因原数・媒介変数・結果変数に大別されている。内容を簡略  

にしめして，それぞれリ1－・ダ、－・シップ変数・態度変数・生産性変数とよばれる  

こともある（Like鴫1961；1967；山口，1972年）。  

「システム4」「・システム1または2」とはなにか。リッか－トは，つぎのよ  

うな組俄における管理システムの尺度を用意している（Likert，1967，Pp．14－  

24；197－211）。  

権  威 i三  茶  的  参  加  的  

参加的・  搾取的・  温情的  
権威主薬的  権威主裁的   港 間 的  集 団 的  

エ・一tlIlt・f   

つまり，管理システムはつぎの4つにわけられる。システム1～4はこれら  

の管理γステムの略称なのである（1967，p．27－8）。   

（1）搾取的・権威主義的管理システムー・・ンステム1   

（2）温情的・権威主義的管理システムーシステム2   

（3）諮問的管理システム  ー・システム3   

（4）参加的・集団的管理・ンステム  ー システム4   

これら4つの管理システムのうち，システム1，システム2，およびシステ  

ム3の大部分は，程度に差はあるが，権威主義的システムと総称されている。  

システム3の一・部およびシステム4は参加的システムである。つまり，リッカ  

－トは管理方式をつぎの2種に大別していることに．なる。   

（1）権威主義的管理（authoritative management）   

（2）参加的管理（participative management）   

ところで，このようにみてくると，リッカー・ト理論を「前線のり、－ダ・－シ ッ  

プ」論とよぶことには，疑問が生じるかもしれない。それは組織の管理システ  

ム諭とおもわれるかもしれない。しかしそれは「前線のり・－・ダーシ ップ」論な  

のである。リッカー斗は，第7囲の原因変数のひとつにみられるように，組織   
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を集団が重複的に．連結したものとみている（第8因も参照のこと）。連結ピン  

機能（1inkingrpin function）をは．たすのは各集団のリ1－ダ・－ないし監督者な  

のである（第9囲も参照のこと）。この監督者の機能が究棲的な原因だとみな  

されている。それによって組織全体とのつながりができ，監督者はたかい組織  

業績目標をもつことができる。また，その集団単位∵での集団的意思決定も可能  

となる。それによって－監督者は支持的行動をとることができ，集団メンバ、－の  

あいだに支持的関係がなりたつ。それは自我動機一これが人間関係論とはち  

がった革新的な動機的仮説である－を満足させる対人関係である。自我動機  

が支持されることは，従業員の満足ないし好意的態度をうみ，生産性をアニかめ  

る。そのり・－・ダ、－シップが参加的管理といわれるものに／はかならない。  

第8図 組織の整復的集団形態  第9国 連結ピソ機能   

注）集団の規模は，ここでは4人構成とな  注）矢印が連結ピソ機能をしめしている。  

っているが，情況によってことなる。  出所）Liker七1961，p．113，Fig．8－4   
出所）Likert，1961，plO5，Figい8－1   

こうしてリッか－トは，「参加一満足一生産性」をめく小る議論にくわわるの  

である。リッか－ト理論はおおくの長所をもっている。管理システムを測定す  

る尺度をもうけたことは，その最大のものである。参加的管理システムはその  

尺度で一・定範囲の値をとるものである。他方，リッか－トにとっても「満足一  

生産性」の関係の検証は容易でなかった。かれは，「満足」と「生産性」との  

あいだに「時間」変数をおき，「長期」であれば「満足一生産性」がなりたつ  

とした。このように，「満足一生産性」の検証が困難であることは，「前線の  

り・－ダ、－・シ ップ」学派が一・般につきあたっている壁である。  

ハーツバー グと職務拡大論  

この第1学派に対して，ある意味でアンチ・テ、－ゼとして，レンマンによっ   
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て登場させられるのは，第3学派すなわち「技術学派」である（Rhenman，  

1968，pp．85－・8）。それほ，純粋リー・ダ・一シ ップ論や人間関係論の系譜からうけ  

ついだ社会学的・心理学的研究という性格を克服して，職務そのものや技術的  

要因を強調する，という意味である。   

ハ1－・ツバ －グらの研究対象は，職務態度（job attitudes）である。その職  

態度の原因についての見解はり・－・ダー・シ ップ諭に影響をあたえるものである。  

ハ・－ツバー グらは，企業従業員から提供された職務態度一満足と不満足一  

第10図 職務満足の原因と職務不満の原因  

職務不満の原因  職務満足の原因  
頻度（％）  頻度（％）  

40  30  20  10   0  10  20  30  40  

出所）Herzberg et al．，1959，p8l，Figurel   
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についての経験談を内容分析することに．よって，その原因や結果をあきらかに．  

しようとした。最初の調査に．おける職務態度の原因についての分析は，第10図  

のように要約されてしめされた。   

そこからハー・ツバ・－・ グらがみちびきだす結論の第1のものは，職務満足の原  

因と職務不満の原因とでは，要因の種類を異にする，ということである。もっ  

ぱら職務満足の原因となっている5つの要因は，「職務構造（job content；job  

StruCture）」に閲す－るものである。これに対して’，職務不満の原因は「職務環  

境（job context；job environment）」からなっている。また，ハ・－・ツ／11－ グ  

らは職務環境をなす要田のことを，「衛生費困（hygiene factors）」とよんで  

いる。職務環境の改善によって職務不満を予防する役わりをはたすが，それだ  

けで職務満足は．生じないからである。職務構造は「モーティベ・－ション要因  

（motivators；mOtivating’factors）」とよばれている。その改善は職務満足  

をたかめる。   

以上はハーツバ1－グの所説である（Herzbergp et al．，1959；Herzberg；1966；  

山口，1972年）。われわれほつぎのことに．注意しなければならない。まず，そ  

れが職務拡大（job enlargement）という職務構造の改善策の基礎理論を提供  

することである。つぎに，第10図にもみられるように，「管理方式」や「監  

督一技術」（職務遂行を監督する直属の上司との関係）が衛生費困とされてい  

るこ．とである。とくに後者は，満足をもたらす主たる原因をり－・ダ・－シップで  

あるとし，参加的管理を提唱するリッか－ト理論と対照をなすがごとくみえる  

ことが注目される。   

しかし，職務拡大はり・－ダー・シップや管理方式の改善なくしてありえない，  

というのがわれわれの見解である（山口，1972年）。職務の「達成」にたいし  

てあたえられる「評価」の主体は，監督者ないし管理者である。「職務それ自  

体」やその「責任」範囲，および「昇任」もり・－ダ・－シ ップや管理方式と無関  

係にはありえない。このことは職務環境要因についてもいえる。「人間関係」  

「給与」「労働条件」の変更にもり・－ダーシ 
●●●   

ップや管理方式はともなう。  

ハ、－・ツバー グは，なに．を改善することが職務満足をもたらすか，に関心をも  
●●●  

ったのである。これに対してリッカートは，いかに改善することが満足をたか  

めるか，に関心をもった。現実の職務満足は，なにを，いかに改善するかでき   
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まる，といわなければならない。職務拡大は，参加的な管理方式やり・－・ダ・－シ  

ップをともなってはじめて，職務満足を積極的に・たかめるものとなる。それは  

意思決定への参加をともなった職務拡大である。それが参加的管理のひとつと  

しての職務拡大である。権威主義的な職務拡大は．それほどの効果はうみださな  

いだろう。職務環境についても，その権威主義的改善でも，不満を予防するか  

もしれない。しかし，それが参加的に改善されるのであれば，満足をもたらす  

のではないだろうか。   

こうして，つぎのことがいえよう。参加的管理は，現実には職務構造や職務  

環境の決定への参加，つまり職務指向的参加として存在する。そのうち職務構  

造にふくまれる意思決定部分を拡大する職務拡大は，参加的管理のひとつの有  

力な方策である。これらのことをあきらかにしたことがハ、・・・・・・ツバ・－グの貢献で  

ある。  

ウッドワー・ドと「技術学派」   

職務の技術的構造は職務満足の主たる原因である，と主張する「技術学派」  

のほかに．，生産技術は組戯形態および管理システムを規定する，と主張する  

「技術学派」がある。ウッドワ・－ドである。   

技術と，社会的システムとしての組織との，相互作用に注目すること自体は  

あたらしいことではない。たとえば「社会＝技術システム」の概念が当時すで  

に．考案されており，企業行動の説明に力を発揮していたことは，ウッドワ、－ド  

の指摘するところである（Woodward，1965，p．36）。しかし，それは予見と  

検証に力を発揮するものでなかった。なぜなら，技術的要因が操作的に定義さ  

れておらず，社会＝技術システム諭といえど抽象論にとどまっていたからであ  

る（p．37）。   

ウッドワ、－・ドの第1の貢献は，技術を測定する尺度を考案したことである。  

それは第11図にしめされている。ト・ⅠⅩがその尺度である。それは技術の歴史  

的発展段階（orderofchronologicaldevelopment）でもあり，複雑化の順  

序でもある。ウッドワ1－ドは，技術発展の9段階を大別して3段階にわけてい  

る。「単品生産及び小規模なバッチ生産」「大規模なバッチ生産及び大量生産」  

「装置生産」が，それである。われわれは以下これをそれぞれ，個別受注生   
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産・大量生産・装置生産，と略称することにしよう。  

第11囲 技術の発展段階と生産・ンステムの分析  

焦慮技師逮  
企業数  生産システム  企業数 による分親  

1顧客の求めに応じた単品集塵  

Ilプロトタイプの生産  

lII段階ごとに分けての巨大設備の親‘打て  

刷数でいく製品  

単品生産及び小規模  
なバソテ牛澤  

人斑模なバノチ畑種  
及び人礁ノl：糀  

Ⅳ 顧客の注文に応じた小別棟沌バ′チ／l：跳   

Ⅴ 人耕摸なパソナ無慮  

Ⅵ 流れ仲基による大漁模なパノチ無塵  

パ′チ年三鹿  

Ⅶ 人兼集塵  大魚生産  

バソチ生産  

大風生産  

（Ⅰ；）紋でいく製■17．  

（C）混合システム  

〈閻  
X 人規模なパノチで揺彗Il化された部品を蕪屈した後，  

いろいろに組み二且てるもの  
m 結．肘本を装滞で叛庇した後．標準化集塵法によ・ナて  

坂北準瀾渡するもの  
イナ封92祁  

注）「企業数」とは，調査対象となった企業の数のこどである。  

出所）Woodward，1965，p，39，Fig，11（矢島 

組織変数としてはなにが把握されるか。ウッドワ・－ドは，古典的組織論にし  

たがって，管理階層の数や管理の幅などを測定している。そのほかとくに組織  

形態（typeoforganization）として3形態を識別している。それは，（1）ラ  

イン組戯，（2）職能的組織，（3）ライン＝スタッフ組織，である。また，管  

理システムは，バ・－ンズ（Burns，T．）にしたがって，（1）「機械的」システ  

ム（Lmechanic，system），および（2）「有磯的」システム（iorganic’system），  

が把捉されている。   

こうした準備作業をして，実証研究をした結果，ウッドワ・－・ドがえた結論  

は，「技術と組織構造とのあいだには連結関係（link）があることが……経験  

的に実証できる」（p．51）ということであった。連結関係は2種塀ある。第1  

は，技術の発展段階がすすむ－Ⅰから工Ⅹに．なる一にしたがって，管郵皆  

層の数や経営執行担当者の管理の幅が増大する，といった関係である。第2  

は，技術尺度の両端一個別受注生産と装置生産－で類似の組織特性をしめ   
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す関係である。たとえば第一・線管理者の管理の幅は，個別受注生産と装置生産  

の企業で小であり，大量生産の企業では大になる傾向をしめしている。組織形  

態や管敷ンステムとの関係も第2の型である。それについてのウッドワーードの  

結論はつぎのように表示できるであろう。  

個別受注生産－ライン組織ただし水平型－「有椀的」システム  

大量 生産－ライン＝スタッフ組織－イ機械的」システム  

装置生産－ライン組織ただし垂直型－「有機的」システム  

職能的組織の形態は，調査対象の企業には，ほとんどみられなかったそうで  

ある。垂直型は，第一・線管理者の管理の暗が最小でありながら，権限階層の数  

が最大となることから生じる。水平型は，第一・線管理者の管理の幅が比較的大  

で，管理階層の数が最小であることから生じる。   

ここで重要なことがふたつある。第1に・，うえ．に表示し 

のよい企業だ桝こついてみると，さらに明確になることである（p㊥71）。第2  

に．，その連結関係はたんなる相関関係でなく，因果関係とみなされていること  

である。技術が原周をなす。「技術がことなれば，個人や組織湛たいする要請  

もことなって－いたし，それぞれの技術的要請は，それぞれ適切な組織構造をと  

ることによって，みたされるほかないものだった」（p．vi）と，ウッドワ・－・ド  

は．のべている。   

このようなウッドワ・－ド理論はわれわれにとってどのような意義をもつか0  

それをのべるために，まず，「有機的」管理システムが，参加的管理システム  

に相当することを，指摘しておかなければならない。ウッドワー・ドによれば，  

それは「権限と意思決定責任の大幅な委譲があり，自由で参加的な管理（per－  

missiveandparticipatingmanagement）をもった」（p．64）システムだか  

らである。こうして，ウッドワード理論はひとつの参加的管理論としての意義  

をもつ。   

参加的管理に関するウッドワ・－イの見解は，つぎのような通常の見解と対照  

的である。技術の発達－あるいは椀械化の進行－は，それに応じて労働者  

の人間性疎外をもたらし，その克服のために労働者の経営参加が要請される，   
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という見解である11）。これに対してウッドワ・－ドは，人間性疎外にはふれない  

が，技術の発達が参加的管理の要請を単純比例的に増大させるものでないこと  

を，あきらかに．している。一言にしていえば，その要請の畳は技術の発展にし  

たがってU字型をなしている。そうすると，あらたな疑問が生じる。技術尺  

度の中間地帯一兵体的には大量生産・一においては，参加的管理とは逆の極 

に．ある権威主義的管理－あるいは「機械的」システムーが，要請されてい  

る，といわなければ′ならないのだろうか。   

「社会＝技術システム」諭   

このような廃問をのこしながら，レンマンが「技術学派」が将来すすむであ  

ろう方向にあるという，タビストック研究所による「社会＝技術システム」諭  

をみておこう。「社会＝技術システム」諭とその理論的背景については，ライス  

が要約している，とレンマンはいう（Rhenman，1968，p．153）。  

11）たとえば藻利教授の主張も，この種の見解のひとつ，とみることができよう。教   

授はつぎのように主張される。   
「∴…生産管理の高度化争ま二重の意味に．おける悪を結果する。そしてそれは生産諸   

カの最高能率的利用に．関する実体的な基本原理が広義における横磯化原理に依拠す   

るものであることに．起因する。悪の第一は，生産管理の労働節約的効果に．ともなう   

労働者の失業の可能性であり，悪の第二は生産の機枕化・組織化の発展に．ともなう   

拘束労働の進展に．よって招来されることとなる労働者の個性の否定と自由の阻害と   

の必然性である。川“－第二の悪は固有の意味における人間性疎外をなす。 
固有の人間性疎外に対処する…ための方策がここに要請されることとなる。   

そしてこの要請に．即応するものこそが正に『労働者の経営参加』をなすのである。」   

（藻利，1976年，94・－5ペ・－ジ）  

なお，技術の発達ないし機械化の進行と，労働における疎外との関係に・ついて，   

上の見解と対照的なものとしては，ブラウナ1－（Blauner，1964）の実証研究があ   

る。技術の発達ないし機械化の進行にともなって，疎外の程度は逝U字塑をたどっ   

て変化する，というのがブラウナ・－の結論である（p．182）。すなわち，印刷産業な   

どの「熟練技能型」産業で疎外はすくなく，政経産業などの「機枕監視型」産業で   

はややおおくなり，自動車産業などの「組立ライン型」産業で最高に達するが，石   

油・化学産業などの「連続処理工程型」産業ではまたすくなくなる，というもので   

ある。  
技術の発達と労働疎外と経営参加については，他日あらためて，これを考察して   

みたいとおもっている。   
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ライスは，ウッドワ・－ドらの「技術学派」を名ざしで批判しているわけでは  

ない。しかし，つぎの－・文には「技術学派」への事実上の批判をみることがで  

きるし，それが「社／会＝技術システム」論を展開する背景にあるようである。  

企業の生産システムが，技術の必然的な要請にしたがって設計されるか  

ぎり，技術的なものが，関係する作業組俄に．投影される傾向がでてくる。  

こうして，課業遂行のための条件をみたす作業組戯はただひとつしかな  

い，という仮説が設定される。この仮説ほ，集団や個人を機械としてあつ  

かうことを意味し，「機械的組織理論」をみちびくものであった。その結  

果として生じる作業組織は，組戯メンバ仙の社会的・心理的欲求をみたす  

ことができない，ということがしばしば実際にもおこった。そこでは，課  

業遂行にたいする態度によって，技術的可能性が封じられ，生産性は下向  

した。（Rice，1958ip．4）   

つまり，ウッドワードの批判されるべき点は2点ある，とみることができよ  

う。第1は，それが人間の機械モデルにもとづいている点である。第2は，企  

業効率を技術的生産性とみている点である。これに対して，「社会＝技術γステ  

ム」論はどうか。ライスはつぎのようにし、う。  

社∵会＝技術システムの概念は，いかなる生産システムにおいても，課業  

を遂行する人びとにとっては，相互関係をもつ，技術的組織一設備や工  

程レイアウトーと作業組織との，双方が必要である，という見解からう  

まれた。技術の要請は作業組織のとりうる形態の可能性を制限する。が．  

作業組織は技術とは独立した，それじしんの社会的・心理的特質をもって  

いるのである。（p．4）   

つまり，技術的組織と作業組織とは，「相互依存的ではあるが，それぞれ独  

立した独自の価値をもつ」（p．4）ものなのである。その価値とはなにか。   

たとえば，ライスには調査対象の企業で，でくわした問題を分析するための  

命題として，つぎのものがある。  

職務というのは，それに従事する人が，できるかぎり「全体的（whole）」   

職務の完遂を経験できるように．，構成されるべきである。（p．34）   

なぜなら，ハ、－ツ／ミ・－グの調査結果にみられたように，「全体的」職務の完  

結感・達成感は，個人の職務満足の源泉であるからである。細分化された「部   
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分的」職務では職務満足は生じない。しかし，これを作業集団組戯への技術の  

要論としてとると，作業集団は大規模なものにならざるをえない。そうでなく  

ては「全体的」職務の遂行を経験できない。ところが，あまりに大規模な集団  

は，そこでの対面的対人関係から生じる社会的・心理的満足を犠牲にせざるを  

えなくなる。そこで，ライスはつぎの命題をくわえる。  

「全体的」職務を遂行することができ，しかもメンバーの社会的・心理  

的欲求を満足さすことのできる最少人数の集団が，職務遂行と職務遂行者  

との双方の観点からみて，もっとも満足的で，もっとも能率的な集団であ  

る。（p．36）   

こうして，「技術学派」のウッドワ、－ドが企業効率として技術的生産性のみ  

を暗黙にかんがえていたのに対し，「社会＝技術システム」論者のライスは，技  

術的生産性と社会的・心理的満足の両名を効率の規準とみることになる。この  

点ほウッドワ・－ド理論のもつ問題点を克服するために重要な示唆をあたえる。   

しかし，「社会＝技術システム」諭が人間の機械モデルを克服するものである  

かどうかは疑問である。「社会＝技術システム」諭は，規範論指向であるからで  

ある。シルバ・－マン（Silverman，1970）も指摘するように，「社会＝技術シス  

テム」諭は，「であるべき」の議論であり（p一．121），「なぜ」という問題を適切  

にあつかいえていない（p．119）。たしかに，うえのライスの命題にみられる  

ように，それは「であるべき」の議論であり，「なぜ」効率の規準が，ふたっ  

なのか適切に説明していない。「なぜ」の尿問にこたえるためには，人間の  

動機や意思決定のメカニズムに言及しなければならない（Silverman，1970，  

pp．119－20）。   

なお，「社会＝技術システム」論は自主的作業集団（autonomous work  

g・rOup）形成の基礎理論を提供するものとなった12〉，ことも注意されなければな  

らない。それは，さきに引用したライスの命題にもとづいた作業集団である，  

といえよう。それは参加的管理の－・形態とされるものである（Clarkeβ√α～．，  

12）社会＝技術システム論と自主的作業集団との関連について，あきらかにしたもの   

に，赤岡（1976年）氏の論文がある。論題は「社会・技術システム論の発展と作業   

組織の再編成」である。そこでは，社会＝技術システム論の発展動向についても概   

括してあるので，その全貌も概観■できる。   
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1972，pp．170－2）。   

「組戯におけるリーーダ1－シップ．」諭  

「前線のリーダ・－シ ップ」論のつきあたっている壁を克服し，「技術学派」の  

研究や「社会＝技術システム．」論をうけいれることのできるものは，「親戚に・お  

けるり・－ダ、－シップ」諭なかでも近代組戯論的り・－・ダ・－シップ諭である。「組  

織に．おけるり・－ダ・－シ ップ」論は，組戯論ないし管理論の系譜をもっている。  

われわれはここで，レンマンの見解を中心的な手がかりに．しながら，その系譜  

の概略をあきらかに．しておきたい。  

「組織に．おけるリーダ、－・シ ップ」論の源泉となる見解ほ，古典的組織論ない  

し管理諭にもとづいている。「企業目標は所与で，その目標に組織をむかわせ  

ることが，経営者の職能である」というのが，その基本的仮説である，とレン  

マンはいう（Rhenman，1968，P．94）。そしてこの仮説からふたつの「リー・  

ダ・－シップ・メカニズム」が，みちびきだされるという（p．95）。ひ・とつは「権  

限の委譲」である。もうひとつは「ライン」をしめす「階層の原則」である。  

このふたつのメカニズムには，その後ふたつの部分的修正がくわえられた，と  

レンマンはみる（p．96）。その第1は「ライン＝スタッフ原則」による修正であ  

る。これに．よって，「スタッフ」の助言機能が，リ・一ダ、－シップ機能の－・種と  

して，くわえられたというのである。第2の修正は人間関係論の登場によって  

なされた。「インフォーマル」リ・－ダ・－の機能が認識されるようになったので  

ある。   

しかしながら，ふたつの修正は古典的な見解を根本的に変革するものではな  

い。これもレンマンの主張である。その基本的仮説はいぜんとして貫通してい  

るし，組織図にしめされるように，「権限」と「階層」がいぜんとして中軸を  

なすことにかわりはない。   

これまでみた伝統的な「組織に．おけるり、－ダ、－シ ップ」論を批判して，その  

根本的な変草をせまるのは，近代組織論しかない。レンマンによれば，近代組  

織論は，伝統論の限界に関して，つぎのことを指摘するものである（p．98）。   

（1）リ・－ダ・－・シ ップは，伝統論が指摘する機能のはかにも，おおくの機  

能をもっている。   
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（2）リ、－ダ・－シップは「権限の委譲」以外のおおくの方法でも行使でき  

る。   

（3）各組織メンバ・－・ にとって，リー・ダ1－はひとりではない。メンバ、－は  

おおくの人から，あるいは各種の源泉からの刺激によって行動を規定  

される。   

それでほ近代組戯論は，リ・－・ダ、－シップ機能としてなにを主張し，リ・－ダ、－・  

シップの方法としてなに．を指摘するのであろうか。また，リ・－ダ・－・はひとりで  

はない，というのはどういう意味であろうか。その答をレンマンは，「■企業の  

組織論的モデル」にもとづきながら，だしている。  

「企業の組織論的モデル」に．おいては，組織を環境の変化に適応させること  

と，利害関係者の諸要求を満足させることとが，経営者の専門的職能である，  

と指摘された。この組織論的モデルほ企業より「もっとちいさな単位にも適用  

できる」ことものべられた。ということは，経営者職能についての指摘は，ト  

ップ・マネジメントだけでなく，部門管理者ないしグル・－プ・リ・－ダーについ  

てもあてはまるということである。利害関係者としては，部門管理者・部門従  

業員のほかに．，他部門ないし企業全体がある。   

レンマンにしたがって，もうすこし具体的に．いう と，つぎのよ うになる  

（p．100）。利害関係者の諸要求の満足をはかり，能率的管理を遂行するための  

リー・ダ・－シ ップ機能としては，いわゆる報酬の分配ないし動機づけがある。さ  

まざまの誘因をグル・－プ・メンバーに適切に配分し，貢献をひきだすことであ  

ろう。もうひとつ，利害関係者の諸要求の調整をはかり，環境の変化に組織を  

適応させる経営者職能がある。これを部門ないしグ′レーザ管理者の職能として  

のべると，部門ないしグル¶・・・・プを，利害関係者とくに企業全体の目標の変化に  

適応させることとなる。じつは伝統論は，この機能の叫・部を唯一・のり・－ダ・－シ  

ップ機能とみなしていたのだ，とレンマンはみている18）。  

13）しかし，近代組織論においては，リ・－ダ・－シ ップ機能の本質は，組織を環境に適   

応させることでなく，「内的均衡」をはかることに，もとめられる。つまり，組織に   

おける個人の誘因と貢献の均衡をはかることである。その機能ほ，組織を環境に適   

応させる過程とは区別される，もうひとつの組織の過程で発揮される。  

占部数緩もり・－ダーシップをつぎのように．定義されたことがある。「リ・－・ダ・－・シッ   

プとは，組織の構成員から組織の目的に．貢献する行為を引き出すに．十分な誘因を各   
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リ、－・ダ1－シップの方法に・関しては，まえにのべた権限概念からもあきらかな  

ようにり「権限の委譲」はひとつの方法にすぎない。はかの方法でも権限関係  

はなりたつ。そのほか，権限によるばあいをふくめて，影響力の行使もその方  

法となる。メンバ・－・の決定前定としての「目標」「代替案」「結果」を提供する  

方法である。その方法によって，メンバ・－の満足水準ないし目標水準は影響を  

うけ，それを満足させる代替案もかわってくる。その適切な方法によってはじ  

めて，メンバーの貢献の確保や外部への適応は可能となる。具体的には，適正  

なコミコLニケ、－・シ ョン・システムの設定，教育訓練・広告宣伝の実施，専門化  

や標準手続の設定などがある。   

リー・ダ・－はひとりではない，という命題は，リ、－・ダ、－シップ統一・の原則一  

部下にとって上司はひとりであるべき，という，いわゆる「指揮統一・の原  

則」－一にたいするレンマンによる批判の表明である。なぜなら，うえにみた  

ように・リ・－・ダ1－シ ップ機能は，さまざまの影響力の行使の方法に．よ、つてト確保さ  

れるものだからである。影響力はひとりのり、－ダ・一に．よって行使されるもので  

はない。  
●●   

だがしかし，その批判は，部下は上司をひとり以上もつべき，という主張と  

同義ではない。同義ととるのほ近代組織論にたいする誤解である，とレンマン  

は注意をうながす（pp．104－6）。同様にして，「権限の委譲」は否定され，「階  

層」は不必要とされている，と近代組織論の主旨を理解するなら，それも誤解  

であるという。   

誤解をただすため，レンマンはつぎのことを強調する（p．125）。だいいち，  

近代組戯諭は規範論よりも記述諭を志向するものである。また，部下は上司を  

ひとりだけもつべき，という規範原則と，人間はさまざまの影響力に．よって行  

動を左右される，という記述命題とは両立が可能である。記述命題の基礎づけ  

のない原則が批判の対象である。同様に，「権限の委譲」も り・－・ダ・－シップの  

－・方法であることは，うえにのべたとおりである。また，「階層」システムは  

2点においてすく小れている，とレンマンはいう（p．106）。単純明快である点  

と，ながい伝統にささえられている点である。  

構成員に提供することに．よって，個人の目的と組織の目的の発展的均衡をはかり，  

組織の存続と成長をはかる専門的な放能をさしている。」（占部，197d年，13べ・－ジ）   
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リ－ダ、－・シ ップ論の統合と参加的管理   

これまでのところで，伝統的な「組．織におけるり・－ダ、－・シップ」論のもつ限  

界が，近代組織論的り、－ダ・－・シップ論によって，補完される様相はあきらかで  

あろう。しかし問題はのこっている。近代組織論は「前線のり・－ダ、－・シップ」  

論の成果をどう吸収し，その壁をどう克服するか。「技術学派」や†‾社会＝技術  

システム」論の示唆はどういかされるか。  

「■企業の組織蘭的確・デル」の基礎概念は，企業組織と利害関係者との相互傭  

存である。その根低には，利害関係者は，企業組織にたいして，さまざまの要  

求をもつものである，という仮説がある。それは物質的・経済的要求にかぎら  

れない。むしろ，こんに．ちの「ゆたかな社会」では，労働者をふくむ利害関係  

者は，物質的・経済的要求をあるていど実現しており，それよりも社会的・心  

理的要求をもつようになって－いる，といわれる。これはマスロ∵－の「欲求階層  

説」やそれにもとづいたマグレが－・の所説に・よっても支持される見解である◇   

マスロー（Maslow，1954）の「欲求階層説」はつぎのように要約できるであ  

ろう。   

（1）人間の諸欲求は，（i）生理的欲求（ii）安全の欲求（iii）社会的  

欲求（iv）自我の欲求（Ⅴ）自己発現の欲求，の順に低次から高次  

へと階層をなす。   

（2）適度に充足された欲動ま，もはや人間行動をひきおこす安閑とはな  

らない。   

（3）低次の欲求が適度に充足させられると，順次に高次の欲求が行動を  

おこす欲求となる。   

他方，マグレガ・－・に．よると，こんにちのアメリカでは，生活水準はかなりた  

かくなり，また1930年代以来の社会立法によって解雇の不安に．おびえることも  

すくなくなっている。つまり，「こんにちでは，生理的欲求や安全の欲求は適  

度に充足させられている」（MeGregor，1960，p．40）。したがって－，こんにち  

では，人びとの行動をおこす要因となっているのは．，むしろ高次の欲求であ  

る。   

こうした所説はまた，「社会＝技術システム」論の成果を評価し，その限界   
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を克服する。技術的生産性の向上のほかに社会的・心理的満足が，企業効率の  

規準としてあることを指摘したのは，その成果である。限界はそれがなぜか，  

ということを説明しなかったことである。うえの所説は．それを説明する。人間  

の欲求構造とメカニズムに．よる，と。しかも，重点は社会的・心理的満足に．あ  

ることがあらたに主張できる。レンマンも，効率的な「社会＝技術システム」  

●● とは，技術的生産性への要求をこれまでどおり実現し，社会的・心理的満足を  
これまで以上にもたらすものである，という見解をしめしている（RhenmaIl，  

1968，p．89；128）。物的生産が不必要といっているのではない。必要である。  

いままでの物的生産性の維持を前提にしたうえで，社会的・心理的満足が要求  

されているということである。   

これまでのべたように，「企業の組織論的モデル」にもとづき，マスロ・－や  

マグレが－・の所説で補完し，「社会＝技術システム」論の見解を統合すれば，つ  

ぎのことがいえ．る。すなわち，技術的生産性への満足をふくんだ「満足」の提  

供こそがり、－ダ・－シ ップ機能である，と。   

このことは，観点をかえれば，伝統的な生産性概念に．たいする批判もふくん  

でいる。批判の対象は，インプット測定とアウトプット測定にわけられる。こ  

こで重要なのはアウトプット測定への批判である。生産物畳をアウトプットと  

して測定する生産性概念は「狭義」のものである。企業が財およびサ・－・ビスの  

生産という物的生産の機能をもつことは否定できない。が，「企業の組織論的  

モデル」にしたがえば，企業はなに．よりも利害関係者と相互依存する組織であ  

る。そうすると，物質的および社会的・心理的な満足度がアウトプットでなけ  

ればならない。そこに・ほ，「生産物畳」への満足もふくまれる。したがって，  

あたらしい生産性概念は「広義」のものである。   

レンマンは，ふたつの生産性概念を，つぎのように対比して，表示してい  

る（p．128）。  

生産物畳  
生産要素の投入畠   生産性（伝統的定義）＝  

建牲拡 載）＝ 
監  

「企業の組織論的モデル」にもとづいた，あたらしい生産性概念の設定は，   
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「前線のり－・ダ、－シ ップ」諭の壁を克服する道を用意している。参加的管理  

（民主的り・－・ダー・・ンップ）は，伝統的定義の生産性とはかならずしも相関をし  

めさないかもしれないが，広義の生産性とは相関をしめすであろう。なぜな  

ら，参加的管理が満足をもたらすことは，「前線のリ1－・ダ・－・シップ」論者によ  

って，実証的にあきらかに．されているからである。   

こうしてわれわれは，ながながとり・－・ダ、－シップの諸研究を検討してきたの  

であるが，つぎのことを結論としていうことができる。すなわら，生産性（広  

義）の向上のための参加的管理（民主的リーーダ・－シ ップ）ほ近代組織論的にも  

要請されるものである，と。  

参加的管理とその規定要因  

われわれはリー・ダ1－・シップ研究の統合によって，ひとつの結論をひきだし  

た。が，まだ「技術学派」ウッドワー・ドの成果を摂取することをしていない。  

それは参加的管理を規定する環境要因をあきらかにするのに役だつ。   

しかし，ウッドワ・－ドらの「技術学派」の研究やその他のいわゆるコンティ  

ンジェンシー理論の成果は，そのまま摂取することはできない。なぜなら，そ  

れらは人間の意思決定モデルではなく，枚械・モデルにもとづいているからであ  

る。批判的に摂取しなければならない。  

「技術学派」やコンティソジュンシ・－・理論を批判するのは，われわれが最初  

ではない。たとえばチャイルド（Child，1973）が，コンティンジュンシ・－・理論  

を批判している。それはつぎのように要約できるであろう。   

第1に．それは，組織の環境適応の過程が，たんに自動的な適合過程でなく，  

組織メンバーの価値観や権力関係のはいりこんでくる「政治的過程（political  

proeess）」であることをみのがしている。第2にそれは，環境と組織構造との  

関係を「機械的」なものとみなしている。   

組織の環境適応の現実的過程は「政治的過程」である。それゆえ，どのよう  

な組織構造となるかは，組織メンバーの価値観や個人的目標に依存する選好の  

問題でもある。とくに組織目標の形成は高度に「政治的」な問題である。そし  

て，それは組織効率の評価基準をなす。ウッドワ1－ド理論をはじめ，コンティ  

ンジェンシ・一理諭は，経済性ないし物的生産性のみが企業効率である，という   
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固定観念のうえにたっている。この点がコンティソジュンシ・一理論の「もっと  

も深刻な理論的欠陥である」（p．251）と，チャイルドはいって－いる。組織構造  

は環境によって「機械的」に・決定されるのではない。第1に，おなじ環境のな  

かにあっても，組織構造の選択の余地，つまり代替案の存在余地はある。たと  

えば，「職務拡大」や「自主的作業集団」ほ，技術の種塀を所与としながら，  

職務構造や権限構造を修正するものである，とチャイルドは指摘する（p．′243）。  

第2に，環境は所与とはかぎらない。環境は操作と選択の対象でもある。「経  

営戦略」論はこの概念を基礎としている。   

以上のようなチャイルドによる批判を，われわれはつぎのように仙言で要約  

できる。すなわち，コンティンジェンシ・－・理論は，意思決定概念をかくところ  

に・欠陥がある，と。意思決定概念をかくから，目標設定過程や代替案探求の過  

程をみのがし 戦略的決定の存在の余地を無視することになるのである。この  

批判はイ技術学派」のウッドワード理論に．ついてもあてはまる。   

ウッドワ、－ド理論のもうひとつの欠陥はその企業効率概念にある，とまえ．に  

のべた。それは組織の効率を技術的生産性でのみ評価し，社会的・心理的な評  

価基準をわすれている。しかもこんにちでは，さきにマグレガー・らの所説をと  

おしてみたように，その評価基準は広義の生産性であるといわなければなら  

ない。であるなら，大量生産技術は「機械的」システム，したがって権威主義  

的管理システムを要請するものである，ということはいえないだろう。受注生  

産・装置生産をはじめ，大量生産においても参加的管理は要請されている，た  

だその要請の程度はちがう，といわなければならない。しかも，その間に．は意  

思決定過程がある。この意味で技術は参加的管理の規定要因である。   

こうしてわれわれは，ウッドワ・－・ドのいう意味での技術が参加的管理を規定  

する環境要因のひとつであることを，あきらかにできた。   

環境要因は技術だけではない。コンティンジェ・ンシー理論の主張するコンテ  

ィンジェンシー変数（contingencies）も技術だけではないようである（赤岡，  

1974年；野中，1976年）。外部環境一・般・組織規模，あるいは文化的要因や労  

働組合のタイプなどがコンティンジヱ．ンシ、一変数として研究されているようで  

ある。しかし，われわれはここで，それらの研究を検討して，それらの変数が  

参加的管理の規定要因であるかどうかを確認する余裕がない。今後の研究課題   
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としなければならない。  

ⅤⅠ  

理論的帰結と実証研究   

経営参加の問題は経営参加の拡充と形態の是非の問題である。経営参加の拡  

充に一・般論としての反対の議論は／すくないようである。もっとも，参加拡充を  

支持する論拠は．多様なようであるが。問題は月本の企業に，さらには個別的な  

企業に適した経営参加の形態はなにか，各参加形態の必要性およびその緊急性  

は．どのていどか，ということである。   

われわれは，このような経営参加の問題を解明する方法として，近代組戯諭  

的研究を採用した。そ・のさい，とくに．重要な示唆をあたえてくれた過去の研究  

が3つある。マー・チ＝サイモン，レンマン，およびクラ・－・クら，の研究である。   

マ・－チ＝サイモンは，近代組織論の総決算ともいうべき『組織論』を，1958  

年に公刊した。しかし，それを経営参加問題の解明に・適用する課題はのこって  

いる。レンマンはその課題にとりくんだ。が，それは－・般諭・抽象論におぁっ  

ている。個別研究・実証研究への指向をかいている。したがって，われわれに  

とっての其の問題解明には無力な面をもっている。クラ・－クらは，イギリスに．  

おける労働者の経営参加について，実証研究をおこなった。だが，近代組戯論  

的研究としては，その理論的な襲づけが薄弱である。こうして，3老の研究を  

たがいに．補完することに．よって，われわれの「経営参加の近代組織論的研究」  

の中核ができあがる。その中核をその他の文献の検討によって補足したのが，  

これまでの諸節の論述である。   

これまでの諸節で，経営参加の叫・般的必要性はあきらかとなった。経営参加  

は，一－・般的にいって，なにを目的にしているのかが，近代組織論にもとづいて，  

あきらかにされたのである。その目的はつぎのふたつである。   

（1）コンフリクトの解決   

（2）生産性（広義）の向上   

これはレンマンの結論（Rhenman，1968，p．121）とおなじである。結論は  

おなじだが，そこにいたる論述の過程はレンマンそのままではなかった。レン   
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マンをいっそう，レンマンの思想的先祖である，近代組織論のはうへちかづけ  

てある。つまり，結論の論拠をいっそう明確にしたつもりである。それだけで  

はない。クラ・－・クらの実証研究をレンマンの研究の子孫とかんがえて，その類  

縁関係もあきらかにした。   

上記のふたつの経営参加の目的は，組戯均衡を確保するために必要なふたつ  

の組織過程にもとづいて，みちびきだされるものである。   

この目的を達成する手段として，どのような具体的な経営参加の形態がある  

か。それは，近代組織論の部分領域であるコンフリクト論・リ1－ダ1－シップ諭  

にもとづいて，あきらかに．することができる。それを固定的にのべることはで  

きないが，われわれは，団体交渉・労使協議制・労働者重役制・参加的管理の  

4つを，経営参加の基本形態とひとまずみなして，経営参加の目的との関連で  

あきらかにしようとした。労働者重役制をのぞいて－，それぞれの関連があきら  

かになった，とおもっている。団体交渉と労使協議制はコンフリクト解決を目  

的とする。参加的管理は生産性（広義）の向上のためのリーダ、－・シップである。   

ではつぎに，個別的な企業にとって，各参加形態の必要性やその緊急性はど  

のていどなのか。この間題の解明のための理論的準備も，これまでの諸節で，  

できる範囲で，しておいた。いいかえれば，実証研究を志向してきた。経営参  

加の形態と内容を規定する環境要因を識別するという準備である。近代組織論  

は，組織的環境に・おける人間行動の解明をその任務とするから，その検討は準  

備作業のひとつとなる。クラークらの研究も参考に．した。また，最近めざまL  

い発展をみせているコンティンジュンシ・一理論は，組戯構造やり・－ダ・－シップ  

を規定する環境条件（contingencies）をあきらかに．するものだから，その検  

討の必要性を感じている。本稿でも一・研究例についてではあるが，検討してお  

いた。   

つぎのわれわれの課題は実証研究の実施である。個別的な企業が設置してい  

る経営参加の形態や内容の実態について，これまでのところで構築した基礎理  

論を適用して，なぜその実態となるかを説明しなければならない。それは予見  

と検証を可能にする説明でなければならない。それによって，個別企業にとっ  

て，どのような形態や内容の経営参加の必要性・緊急性がたかいか，に．ついて   
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もあきらかとなるであろう14）。   

さいわいにLて筆者は昨年（1976年），四国生産性本部労使関係調査委員会  

にくわえていただき，「四国における労使協議制実態調査」（四国生産性本部創  

立20周年特別事業）にたずさぁる機会にめぐまれた15）。  

14）しかし，各企業の経営参加の形態や内容をどうするかにたいして，直竣的な解答   

をあたえることは，以下の本稿でできることではない。それは，各企業のもつ組織   

的要因と企業のおかれた環境が規定するものであるからにほかならない。以下でほ，   

労働者のおかれている環境条件ほ，企業に．よってことなる，ということが実証的に   

あきらかに．なればじゅうぶんである。そのためには，企業の組織的要因や環境条件   

の多様性を鋭敏に．うけとめる理論的視点と方法論が必要である。全体的にみると経   

営学には，企業の多様な異質的側面を研究するための比較論的な視点がかけている。   

－・般的にいって従来の経営学の視点は，「典型的」な企業ないし組織に，あるいは   

「産業一・般」に．むいていた。以下で志向するのは，比較論的な視点にたった実証研究   

である。  
15）デ・一夕の借用については四国生産低木部の許可をえた。心よい許可に心から謝意   

を表明したい。  
調査は「制度調査」と「運営調査」からなる。調査方法濫．関して，調査報告書（四   

国生産性本部，1976年，1－ちペ・－ジ）から，必要なところを引用すれは，つぎのとお   

りである。   
1 制度調査  

（1）調査目的  

社会経済環境の歴史的な転換期にいあたり，労使関係・経営参加のあり方が  

労使当事者はもとより各方面において模索されている現状であります。  
このような情勢を背景にして，労使関係の中で，最も－・般的な労使の意思  

疎通・協議機関である労使協議制の実態を調査し，今後の新しい労使関係の  

あり方を考えるのに．資するものであります。  

（2）調査期間  

昭和51年7月1日～7月31日  
（3）調査対象  

四国に本社のある会員企業・賃金調査対象企業の中で従業員30名以上の会  

社502社  

有効回答会社数 235杜（回収率46“8％）   
2 運営調査  

（1）調査目的  

この調査は，先に行なった労使協議機関の制度面の調査と合わせて，その  

運営の実情を調査し，労使協議制の質的な充実度を把握して今後の労使関係，   
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以下に．おいては，その機会にえられたデー・タの一・部を借用し，分析をくわえ  

て，うえにのべた意味の実証研究としたい。しかしじつのところ，われわれの  

実証研究は，これまでのべてきた理論的仮説を全面的に．検証するものではな  

い。それを意図して一案施された調査でもなかった。また，クラークらの実証研  

究の限界をおおはばに克服するものでもない。以下では，かなりの紙幅をつい  

や 

ギリスにおける実証研究を，日本の一・地方で再検証したものにすぎないものと  

なろう。いや，ある面では後退している。調査の関心対象は労使協議制に・限定  

されてこいるからである。しかし他方，クラ1－クらがみいださなかった点も2，  

3みいだされるから，たんなる再検証の役わり以外に，この実証研究が多少の  

意味をもたないわけではない。   

以下におけるわれわれの課題はつぎのようなことになる。   

第1の課題は，四国企業に．おける労使協議制の実態をどう把握するか，それ  

をどう説明するか，である。労使協議制という経営参加形態の設置率や内容が  

把握されなければならない。その実態の説明のために．は，それを規定する環境  

要因とくに組戯的要因が識別されなければならない。   

第2の課題は，労使協議制とその他の経営参加形態一団体交渉・参加的管  

理・労働者重役制－とでは，その必要性・緊急性において，どのていど差が  

あるのか，をあきらかにすることである。これを全面的に・あきらかにすること   

経営参加のあり方に役立てようとするものであります。  

（2）調査期間  

昭和51年8月1日～8月31日  
（3）調査対象  

制度調査して回答をいただいた235杜の中で，労働組合があり，労使協議検   

閲を設けている101祉の労使双方  

有効回答会社数 98社（回収率97．0％）  

葡効回答組合数 50組合（回収率455％）  

なお，労使協議制の定義はつぎのようになっている。   

このアンケ・－ト調査において，労使協議機関（制：制度）とは，“企業または   

事業所ないし職場レベルにおいて，労使が対等の立場忙たって，通常，団体交   

渉の対象とならない経営上・生産上の問題について話し合うために，労使双方  

（会社側，組合側）の代表者で構成された会合校閲〝をいいます。   
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は手もとのデ1－タではできない。しかし，データは皆無ではないから，いくつ  

かの準備作業ほできる。まず，各参加形態の異同が意思決定過程の異同として  

把握す・ることの是非がとわれなければならない。とくに労使協議制と団体交渉  

との異同は意思決定過礫の異同であることを確認しておきたい。また，労働者  

重役制については，再考の必要性がのこっていた。実態に・即して，他の参加形  

腰との異同や機能的関連をかんがえ，理論を補足しておかなければならない。   

なお，四国における労使協議制やその他の参加形態の実態およびそれぞれの  

必要性・緊急性，についてあきらかに．するためには，比較資料があったはうが  

便利である。われわれほそれを，日本生産性本部労使協議制常任要員会によっ  

て，1975年現私 全国証券取引所に上場されている企業を対象にして実施され  

た「労使協議制に関する調査」にもとめた。以下では，これを全国調査あるい  

はたんに全国と略称するこ．とがある16〉。  

16）調査は「制度調査」と「運用調査」からなっている。調査報告書（日本生産性本   

部，1976年，9；21ペ－ジ）から，必要なところを引用すれば，つぎのとおりである．   

1 制度調査  

（1）調査目的  

日本生産性本部労使協議制常任委員会は，昭和32年設置以来毎年刊行する  

「労使関係白書」を通じ種々の提言を行なってきました。又当番貝会は3年毎  

に「労使協議制に関する調査」を実施してきましたが，今回は最も一腰的な  

労使の恵思疎通・協議機関である労使協議制度の実態を調査し，そ・れがどの  

ように．普及し，機能しているかを見ることによって，労使関係の枠組みと問  

題点の－・端を知ろうとするものであります。  

（2）調査時期  

昭和50年7月29日～8月29日   

（3）調査対象  

昭和50年現在，全国証券取引所（東風大阪，名古屋，福岡，京都，広息  

新潟，札幌）に」二場されている全企業約1，700社  

有効回答会社数 643祉（回収率37．8％）   

2 運用調査  

（1）調査目的  

この調査は，別に行なった労使協議機関の制度面の調査と合わせて，その  

運用の実情を調査し，制度として定着したと評価できる労使協議制の実腰を  

より立体的に把握し，より適確な認識を得，その問題と改善の方向を，さら  

には，日本の労使関係の中においてこの制度を含めたより広い経営参加のあ   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



香川大学経済学部 研究年報17  ー・4ββ・－  ヱβ77   

実証研究と若干の理論検証一・－・労使協議制の規定要因－一   

四国における労使協議機関の設置率は682％である。これは全国の89い3％と  

くらべると，21．1％もすくない（第12図ト1）。そのうち，全国では昭和20年代  

に設置されたものが最多（約40％）で，その後の制度上の変更がおおい。これ  

に対して四国では，40年代（40％），ついで30年代（約34％）に設置されたも  

のがおおく，その後の変更がすくない傾向にある（第12図ト2）。また，四国で  

は事業所レベルに．まで労使協議機関をもつ企業はすくない（企業・事業所・職  

場のそれぞれのレベルに．協議機関をもつ企業の数の比率は，企業レベルを100  

とすると，四国で100：20．2：12，9，全国で100：446：229，である）。   

以上のような，四国における労使協議機関の設置状況は，どのように説明で  

きるか。四国の後進性ゆえである，とその説明をひとことですますことができ  

るか。これらにこたえるのが，われわれの課題である。   

つぎに，設置されている労使協議機関について，その内容をみてみよう。こ  

こでも四国と全国とでは傾向に差がある。設置の根拠が労働協約である傾向  

（第12図ト3），定期的笹．開催する傾向（同1－4），議長をおいて議事運営する傾  

向（同1－5），議事録を作成する傾向（同ト6），協議機関で意見が－L敦したばあ  

い協定酋を作成する傾向（同1－・7），協議内容の一・般従業員・一・般組合員への周  

知のため特別の方法を講じる傾向（同ト8）岬これらの傾向はすべて四国より  

全国においてつよい。また，協議会の開催頻度は，四国では回答をよせた92社  

り方を探るための手がかりとしようとするものである。  
（2）調査時期  

昭和50年11月15日～12月15日  

（3）調査対象  

制度調査に協力していただいた643杜より選んだ500杜の労使双方  

有効回答数 263社（回収率526％），204組合（回収率40い8％）   

なお，労使協議制の定義はつぎのようになっている（日本生産性本部，1976年，  

35ページ）。  

このアソケ・－ト調査に∴おいて，労使協議機関（制：制度）とは“企業または  

事業場ないし職場レベルに．おいて，労使が対等の立場に立って，通常，団体交  

渉の対象にならない経営上・生産上の問題について話し合うために，労使の合  

意によって設けられた会合校閲〝をいいます。   
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のうち，年12回が21社，2回が12社，4回が10社の順でおおく，年12回以内の  

企業が80％をしめていた。これに対して－全国では，年12回以内の企業は約72％  

であった。  

第12図 労使協議機関の設暦率とその内容  

（叩  囲）  

1－1 子持故山くノな方便協富汲矧和がありますか  

（全  国）  

ト血2汐依協溝機1掲の制度．1の変此がありましたか  

全 体  
鋸社  なかった 915％  

1－3 労使協溝機関を設i祝している根拠は何ですか  

労働協約以外の 小し介せ35．6％  全 体  
101ネt  

全 体  
574ネt  

労働協約 64．4ク右  労働協約 81．2％   

1－4 刀快協演機関の膵川l；【よ定期的かイく定期か  

全体  
101  
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58ク右  29％  1－5 労使協言張機関の相成及び剋i笥は  

全 体   
566  

黍員数  
全体100  

巨∃剥㈲なぢ篭モ】ミ皿皿そ’の他  
し＿二、・－ r・∵・  

滅却灘瀾  
全体101  

全 作   
560  

［＝コ溝裁をおいこる国国離をかて           r2．2％いか、  
純良の  
揮命方法  
全体 46  

全 体   
283  

巨∃飾崇経る皿皿その他  
⊂コ公用票差掌る堅国舶…霊墓与る   

1－6 労使協講機l閏での捌汀こついての溝事鉄の作成は  

全 体   
570  

全 体   
506  

全 作   
2（；4  

作成してい ない23．8％  作成している 903％  全 体  
101  

全 体   
77  

全 体   
36  

作成している 762ク‘  

作成のカ法は  無1ミ已入   

13％  
合札親獅黙認  
して作成46る％  

碓認の方法は  

その他66％  
無記入28％  

押印する80．6％  

i－7 協音別堀について労快協調磯瀾で一致したときは  

全 体   
568  

全 体  
101  

囲協定三相作成しか、が胤禍の耗務を災う  

四皿その他  
□協別削成し煤行の桝を負う  

冒協馴容を翫Rし実況に努力する   

1－8 協溝l／路の・一般従業艮組合ハ・、の逮給方法は  

全 体  
101  

全 体   
57  

講じている 545％  

労位共1■りで公報作成  講じている場合のノノ法は  

ジ｝使それぞれ  
の公報52．6％ 47．4％  

76％  139％  

江）rl－」は「制度調査」によるものであることをしめしている（脚注15・16参照）。  

出所）四国生産性本部，1976年，6－15ペ・－・ジ   
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以上のような，四国企業における労使協議制の内容の特徴は，なぜ生じたの  

であろうか。それは四国の労使協議制の未熟性をしめしている，といわなけれ  

ばならないのだろうか。これらにこたえることも以下の課題である。   

全国と四国とには労使協議機関の設置率に211％の差がある，とさきにのべ  

たが，これには補遺が必要である。四国の682▲％というのは，労働組合のない  

●●●● 企業87社せのぞいた148社の682％であり，全国の89．2％というのは，労働組  
●●●●  

合のない企業45社をふくめた643社の892％なのである。   

そのことは，いわゆる労使協顔形態に．Ⅰよ，多義的となる可能性，形態のバリ  

ュ．、－ションの可能性，があることを示唆している。じじつ，いくつかのバリェ  

－シ ョンがかんがえ．られる。第13図は，協議がフォ1－・マルに制度化されている  

かいなか，協議のための労働者の参加主体はなにか，によって労使協議形態の  

バリェ・－ションをかんがえたものである。4つのバリ・エ・－ションがしめされて  

いる。4つとも労使協議といえないことはないが，それぞれの性格はかなりち  

がってくる。第4塑に．ちかづくと，コンフリクト発生に対応した協議というよ  

りも，協議に．よってコンフリクトの発生をふせいでいる，とい、つたほうがよい  

であろう。第3型は参加的管理と区別がつかないが，労使協議制とよべないこ  

とはない。  

第13図 労使協議形態のバリ・コニ叩－・ショソ  

参加の主体   参加の難型   制度の有無   

1   労働組合代表   
l貼阻的参加   フォ1－・マル  

2   従業員代表   
な協議  

3  

従業員全員   畝様的参加  

4  
インフォー  
マルな協溝  

こうして，間接的参加としての労使協議がフォ、－・マルに制度化されたもの，  

だけを労使協議制とよぶことは，理由のないことではない。全国調査はその定  

義にしたがっているといえる。これに対してわれわれは，アンケ・－ト質問の構  

成上の理由から，労働組合の有無によって，集計を別にした。「労」とは労働  

組合のこととかんがえれば，組合なくして労使協議制はありえない，といえる   
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からでもある。しかし，労働組合のない企業についても別途に，労使協議の実  

腰は調査してある。組合のない企業87社のうち，「従業員が決めた代表者」を  

参加主体とした労使協議甲機会は，33社がもっている。したがって四国のばあ  

い，間接参加としての労使協議制は570％の企業がもって－いることになる17）。  

全国との差はじつに32．．3％となる。   

四国に．おける労使協議制が，全国に・くらべて，323％もすくないという実態  

は，なぜ生じたのか。   

われわれはそれを，組織影響力の理論を中心とした近代組織論にもとづい  

て，説明しようとしている0そ－こで藍要なのはぃ意思決定概傘と環境窄件とく  

に．組織的環境要因である。まえにわれわれは，労使協議制を「事実的コンフリ  

クト」の解決制度と理解した。そのコンフリクトは主として当事者の「知覚の  

相違」から生じる。知覚の相違をもたらす重要な組織的要因のひとつとして，  

「組織規模」があることが，すでに示唆されている。  

クラ1－クらも，企業内の組骨組織率および企業規模と、，経常参加中形態とく  

に交渉および協議の検閲の設置率とが，相関関係にあるこ享をイギリスで実証  

している。組合規模および企業規模という「組織規模」と，労使協議機関の設  

置率とは，相関関係に・ある，といいかえてよいだろう。しかも日本では，おお  

かたの労働組合がユニオン・ショップ制をとっているため，企業内の組合組戯  

率はほぼ一億であり，組合規模は企業規模に比例する？である。   

こうしてわれわれは，企業規模が大であるほど，労使協議機関の設直率はた  

かくなる，と予見することができる。第12図ト1は，その予見がただしいこと  

を実証している。匹I国・全国いずれにおいても，企業規模（従業員数）と労使  

協議機関の設置率とが，あきらかな相関関係をしめしている牢、らである。   

けっきょくわれわれは，全国とくらべて，四国における労使協議制がすくな  

いのは，われわれの調査対象とした四国企業の規模がちいさいからである，と  

いうことができよう。じじつ，調査対象となった企業は，第14図にみられるよ  

うに，おおざっばにいえば，四国で100～300人，全国では1，qOO～5，000人 の  

企業が半数ちかくをしめているのである。これだけの企業規模の差が32“3％の  

17）豊謡×100＝57・0   
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設置率の差を規定している，といってよいだろう。同様にして，四国企業にお  

いては．，事業所・職場レベルに．労使協議制がすくないことも理解できよう。  

第14図企業規模別の回答企業数  

（全 国）  （四  国）  

規模  項目  回収数（％）   

桓1収 計   235（100）   

30－ 99人   64（27．3）   

100－ 2細入   94（40・0）   

300～ 499人   31（13“2）   

500－ 999人   25（10，6）   

1，000人以上   21（89）   

回収数（％）   

643（100）  

55（8．6）  

60（9，8）  

299（46。5）  

124（193）  

54（a3）  

51（79）  

回 収 引  

10，000人以上  

5，000－9，999人  

1，000～4，999人   

500～ 999人   

300～ 499人  

300入来洞  

出所）日本生産性本部，1976年，9べ1－ジ   出所）四国生産性本部，1976年，2ペ1－ジ  

ところで，労使協議制の普及に関しては，つぎのようなことが主張されるこ  

とがある。日本における労使協議制の普及は，昭和21年の，中央労働委員会に  

よる「経営協議会指針」の提唱にはじまる。その後，昭和30年に日本生産性本  

部が設立され，「労使協議制の活用」原則が提唱されるにおよんで，その普及  

は画期的な前進をとげた，と。   

この主張を適印すれば，全国での労使協議機関の設置が昭和20年代におおい  

ことや，30年代以降に新設と変更がふえることは，説明される，といわれるか  

もしれない。われわれも，その説明はあやまりである，というわけではない。  

企業規模の拡大が，自動的・機械的に・，労使協議制を発生させるわけではない  

からである。労働委員会や生産性本部の普及活動は，当事者の意思決定にたい  

する影響力となりうるからである。   

しかし，だからといって，四国における労使協議機関の設置率のひくさを，  

当事者の意識の「後進性」だけで説明することは．，あやまっている。企業規模  

などの環境条件の役わりは，いぜん否定できない。たとえば小規模企業におい  

て，インフォ・－マルな労使間の協議によ、つて，コンフリクトの発生が予防され  

ているところへ，当事者の「先進的」決断によって，フォ・－・マルな労使協議制  

が導入されたとする。そこではその制度は，本来の機能をはたしえない，した   
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が、つて定着もしないだろう。適切な説明原理は，環境にたいする適応的意思決  

定，のほかにかんがえ．にくい。   

つぎに，四国企業における労使協議制の制度内容の傾向は，どう説明できる  

か。   

じつはこれも，四国における労使協議制の制度内容は未熟である，というよ  

りも，それは．「組織規模」という環境条件にL適合した制度内容である，といっ  

たほうがよいのである。四国と全国との制度内容の傾向のちがいは，一・言にし  

ていうと，コミュ．ニケ、－ション手続の■フォー・マル化の程度の差なのである。労  

働協約にもとづいて機関を設置し，会議を数おおく定期的に開催し，議長をお  

き，議事録を作成し，意見の－・致がみられたら協定書を作成し，協議内容を－・  

般従業員に周知せしめるため特別の方法を講じる－これらはすべてコミ．ユ．ニ  

ケ・－シ ョンのフォ、－マル化をしめしている。コミ、ユニケ・－ションのフォ・－・マル  

な手続のありかたが「知覚の相違」を親定する，というマ1－チ＝サイモンの仮  

説は，組．織規模が一・定であることを条件に・している，とかんがえられる。組織  

規模の拡大に．よってもたらされる「知覚の相違」はどうなるか。コミュ．ニケ・－  

ションのフオ・・－・マル化による解決がかんがえられるであろう18）。   

こうして，組織規模は労使協議制の内容をも規定する，ということができよ  

18）このことを実証するデ・－・タとしては，たとえばつぎのものがある。  

1－8 労使協議機関での協議内容を一・般従業員・組合員へ知  

らせるため，特別の方法私語じていますか  

100～29叫300～499人  総  計130～99人   500～999人  1，000人以上  

55（鮎．5） 5（45‖5）15（469）13（59．1）15（75、0） 7（43い7）  

46（45．5） 6（弘．5）17（531） 9（40．9） 5（25．0） 9（56．3）  

101（100）11（100）32（100）22（100）20（100）16（100）  

①講じている  

（訃請じていなし  

計  

出所）四国生産性本部，1976年，80ページ  

1，000～15，000～110，000人  
4，999人19，999人  

13（3L71）23（523）56（560）208（74．3）40（71．．4）46（88．5）  
22（62．9）21（47．7）44（440）72（25．7）16（28、6） 6（11．．5）  
35（100）44（100）100（100）280（100）56（100）52（100）  

386（68‖1）  

181（31‖9）  

567（100）  

出所）日本生産性本部，1976年，69ベ・－ジ   
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う。そこでは，四国における労使協議制の制度内容の特徴は，「知覚の相違」  

という意思決定概念と「組織規模」という環境条件とを提示することによっ  

て，説明されていることも注意されなければならない。   

以上に・おいてわれわれは，四国企業における労使協議制の普及やその内容の  

実態について，なぜそのような実態となるかを説明してきた。そのさい，説朋  

のための基礎理論としては一・賢して，組織影響力の理論を中心とする近代組織  

論をもちいてきた。環境檻たいする適応的意思決定が，その説明原理である，  

といってもよいだろう。組織規模はこうした環境条件のすべてではない。しか  

し，それは．調査によ、つて検証された重要な組織的環境要田のひとつである。  

「組織規模」と労使協議制という参加形態の普及との相関関係しか，実証的  

に検証されなかった。この点では，われわれの実証研究は．クラー・クらの実証研  

究の再検証にとどまっている。相関の関数形態を定式化して1クラ・一クらをこ 

えたわけでもない。しかし，労使協議形態にバリ、エ、－・ションがあることや，組  

織規模が労使協議制の制度内容をも規定することは，クラ・－クらの指摘しない  

ところであった。それを指摘できたのはわれわれの実証研究の成果である。  

実証研究と理論の傍証－－労使協議制と団体交渉・参加的管理一   

労使協議制と，団体交渉・労働者重役制・参加的管理とは，どのような枚能  

的関係にあるか。どの経営参加形態が，どのような条件のとき，必要とせら  

れ，緊急性がたかまるか。このような問題にこたえることほ．，じつは，われわ  

れの実施した調査の目的ではなかった。それはあくまで「労使協議制の実態調  

査」であった。しかし，それをかんがえるためのデータがまったくない，とい  

うわけではない。以下においてわれわれは，そのデー・タを借用しながら，うえ  

の問題をかんがえるために，前節までのところで展開した理論の一部を確認し  

たり，補足したりして－おきたい。   

労使協議制と団体交渉との関係についてのデータとしてほ，第15図ト9があ  

る。両者の関係は3つにわけられている。「労使協議機関では団体交渉事項は  

取り扱わない」分離型，「団体交渉事項についてほ．労使協議校閲で予備的な話  

し合いを行なう」連結型，「一つの機関で団体交渉事項も処理する」混合型，  

である。   
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第15国 労使協議制と団体交渉  

（四 Iq）  

1－9 男佼協班別と団体交渉のイ服網棚の取り扱いは  

（企  図）   

全 体  
99祉  

全 体  
555社  

で胴交脚嘲  

園芸難欝農芸2讐体交渉［：コ錆綜跨競溺ぞ皿町ぷ鷲                      合いを行なう  

1－10 労倣協餓機関で協蛾糾明について恵ガが－致しなかった場合は  

全 体  
100  

全 体   
562  

⊂コ廃射こする  国協洩をうち切り拙宅者の粥任で英施する  

皿そ・の他  ∈ヨ改めて協言桐谷を検甜の，l，協餓を鰍ナる  

2－1 過去1年l，l】に労使協織機I関で収り扱メ）れたヨ叫l  

〔会 社）  

納（2冨…）  

（組 合〕  

全体（1…望）  

金作  
（書雪喜）  

－ 

i：ミ 

ただし，過去1年間とは，四国が昭和50年7月～51年6月，全国が49年12月～50年11月。  
（）内の数字は，上段が会社数・組合数，下段が項目数。四国の場合で上位3項目，全国   
で上位2項目を回答。  

A 経営的事項（経営方劇，会社の業績，経理等の事項）  
B 生産的事項（生産計画，設備計画，生産性の測定等の事項）  
C 人事的事項（採用・・配置基準，教育訓練，評価一・評定基準，配転・人員整理・－ 

時帰休等の事項）  

D 社会的事項（安全衛生，福利厚生，文化体育活動，公亭対策，地域問題等の事項）  
E 労働条件的事項（賃金，休暇，休日，労働時間，定年制等の番賓）  
F そ  の  他（労働協約の解釈・適用，苦情処理，就業規則等の事項）  

2－2 労使協議機関の1‡たる穐能は  

（公 社）  

全 体   
9さ   

（組 合）  

全 体   
50  

全 休   
263  

全 体   
204  

無記入15％  

圏郁秋定機能［コ協臨即凋能  巨∃胴推漣機能  

注）「2－」は「運営調査」によるものであることをしめしている（脚注15を参照）  
出所）四国生産性本部，1976年，8－21ペ・－ジ   
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このデー・タから，どのような機能的関係が確認できるか。わが国のばあい，  

企業に．おける労使協議制は，労働組合代表をつうじての参加制度であることが  

おおい。また，労働組合の第」・次機能といわれる団体交渉も，企業別労働組合  

によっておこなわれ芦。したがって，労使協議制と団体交渉との機能的関係を  

明確たしておくことは，わが国においては，とりわけ蛮安な意義をもってい  

る。   

労使協議制と団体交渉との機能的関係をあきらかにするにほ，両者の異同，  

とくに相遮が明確鱒・さみなければならない。その点をもっとも明確に意識して  

いるのほ「分離型」の企業であろう。しかしながら，「労使協議機関では団体  

交渉事項は取り扱わない」という分離でほ限界がある，というのがわれわれの  

見解である。なぜなら，そこでは「団体交渉事項」が明確であることが，前提  

となっているが，現実にはそうでないからである。   

たしかに，わが国の、「労働組合法」などにみられるように，労働組合の第一 

次機能である団体交渉は，労働条件を使用者側と対等決定することである。し  

たがって，団体交渉事項とは労働条件事項である，という共通認識がわが酎こ 

はある，といわれるかもしれない。とこちが現実には，かなりの企業が「労働  

条件的事項」を労使協議磯開の付議事項としている。第15図2－1がその現実を  

しめしている。このような実態は，付栽事項に．よって労使協議制と団体交渉と  

を分離することが，主観的・人為的な区こ分であり，客観的・実質的な区分でな  

いことを意味している。主観的区分から，両参加形態の校能的関係をあきらか  

にすることは，困難である。   

労使協議制と団体交渉との基本的なちがいは，付議事項の相違というより  

も，そのとりあつかいノかたの相違である。つまり，意思決定の対象にではな  

く，意思決定の過程にちがいがある。同一・事項でも，団体交渉の対象に．もなれ  

ば，労使協議の対象にもなる，ということがありうる。   

団体交渉ほ，労使の目標の固定的な相違を前提にして，目標についての妥協  

を協約とし，労使は代替案の選択をその協約に拘束される。交渉の妥結はつね  

に共同決定である。さもなければ，交渉は決裂である。   

労使協議制においては，かならずしも共同決定を条件とする必要はない。共  

同決定を条件としなくても，共通目標の確認とその達成手段としての代替案の   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



ーー47∂－  香川大学経済学部 研究年報17  Jタ77  

探求・分析の過程で，労働者の立場や意見が反映されるからである。共同決定  

の条件を必要としないことは，労働老の反対があ、つても，経営者の決定がそれ  

に拘束される必要のないことを意味している。だがそのばあい，経営老がみず  

からの決声を強行することは，現実にはあまりないようである（第15図ト10）。  

共同決定を条件とするばあいがあっていけないわけではない。労使協議制がじ  

っさいに「協議決定機能」をはたすことは，現実に．もかなりある（第15図2－2）。  

しかし，共同決定を固定的に条件とすることほ．；かえって労使協諮制の本来の  

特質を発揮セきないようにするのではないだろうか。共同決定を条件としない  

ことの利点はいくつかある。経営者の責任が明確になる。労働者は自由な発言  

と批判機能をたかめることができる，いいかえれば，共同的な意思決定過程  

で，問題解決のための代替案の探求とその結果の予想がさかんになる。   

要するに・，労使協議制と団体交渉との相違は，意思決定の対象のちがいとい  

うよりも，意思決定過程として，コンフリクト解決を補完する関係に．ある。こ  

のようなことが，われわれの実証研究をつうじても，傍証ではあるが，部分的  

に．確認できた。   

参加的管理，およびそれと労使協議制との関係，についてのデータとしては  

第16図がある。それは，労使協議制をもつ企尭の「QC，ZD等の小森団活動」  

の併設状況，およびそれと労使協議機関との機能的関係，についてのデータで  

ある。小集団活動の普及は，四国と全国とでは，おおきな差がみられる。小集  

第16囲 労使協議制と参加的管理  
l川  川1  

2－3 小兼用清動のイ1触ヒ刀根協j薫楓犯との」対儒  

（全  州）  

煉㍊人0．4％  
〔公 社）  

全 体   
98  

全 体   
34  

こ州．■Tl  

全 体   
48  

全 体   
14  

ある 34．7％  ちい 653％  

無．；d人265アク  

L29％ジ州別瓜汲機l対で小鮎川浦動の‖的  
運針成果制こついてj；差し合う  

l野係るし500％  

その他42％   

出所）四国生産性本部，1976年，22－3べ－・ジ  
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団活動が「ある」とするものは，全国では．6～7割に達するのに対し，四国で  

は35％に達しない。小集団活動と労使協議機関との関係については，「労使協  

議機関で，小集団活動の目的・運営・成果等について話し合うようになってい  

る」企業は，全国・四国の労・使いずれの回答によっても，すくなく，全回答  

者の20％に．みたない。とくに会社側の回答では，全回答者の5％にも達しない。   

では，つぎのような問題にどうこたえるか。小集団活動の普及に，全国と四  

国とでは，おおきな差がみられるのは，なぜか。つまり，参加的管理はどのよ  

うな条件のとき必要とされるのか。小集団活動と労使協議機関との機能的関係  

が，認識されない傾向にあるのは，なぜか。   

これらの問題にこた．え．るために．は，うえに．のべた以上のデータが必要とな  

る。ところが，われわれはそれをも、つていないのである。QCサ・－クル・ZD  

運動ほ，各現場の職場で小集団を形成し，身ぢかな職務遂行上の問題一品質  

向上・不良削減の問題－を自主的に解決してゆこうとする活動である。それ  

は参加的管理の一例となる可能性をもっているが，その普及だけから参加的管  

理の実態を論じるには疑問ものこる。参加的管理と，その規定条件といわれる  

ものとの，相関を襲づけるデータがないし，あらたに．規定条件を発見する手が  

かりもない19）。参加的管理と労使協議制との関係についての認識の是非を論じ  

19）「技節的要因」に・関しては，下記の表をつくってみたが，「製造」業が細分杭でき   

ないので，ウッドワーー・ドの仮説を検証することができない。「組織規模」を規定要因   

として発見することも，いまのところできない。  

2－3 QC，ZD等の小集団活動がありますか  

出所）四国生産性本部，1976年，84ページ   
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る資料もない。このような事情から，ここでは，参加的管凰 およびそれと労  

使協議制との関係，についての実態の－⊥部として，第16図をしめすにとどめざ  

るをえない。  

実証研究と理論の補足－とくに労働者蛮役制について－   

わが国における労働者重役制の制度内容やその普及程度についてのデ・－タ  

は，われわれにはない。労使の当事者が，労使協議制の限界を克服するために  

労働者重役制をどのていど考慮しているか，労働者重役制の法制化をどの七い  

ど必要・緊急とかんがえているか，についてのデータがあるだけであるo  

「労使協議機関では限界があるので他の方法を考える」ものは，四国の98社  

50組合のうち2社5組合にすぜない（第17図2－4）。全国の組合の回答で約12％  

に達しているのがせいぜいである。しかも，「他の方法」とをよ，かならずしも  

労働者重役制のことをさしているわけではない。「具体的方法は検討中」とす  

るものが大半である。労働者重役制の法制化の必要性についてのデータは，第  

17図2－5である。労働者代表の取締役会・監査役会への参加を「法制化する必  

要がある」とする会社側の回答ほ，四国ではゼロで，全国でも5％に達しな  

い。組合側の回答は，四国・全国とも，その約7％が取締役会への参加を，そ  

の約17％が監査役会への参加を，「法制化する必要がある」とこたえている○  

四国・全国ともに．，も、つともおおい回答は，会社側の「その必要はない」で  

45～50％，組合側の「時期尚早である」で38～50％，となっている0  

第17囲 労使協議制と労働者重役制  

（企 l】i】）  （川  tlヨ〉  

2－41剃紬11合の絆；：1参加という紬■†からの現イl：の労使協舐機順の糾lロi  

国現／・‘の首班協溝機l対で卜分である  

⊂コ現れ≡の方便協溝服」瑚ではイ汁分ゆえ光夫壬はかりたい  
巨∃ブタ快協溝機関で朋ミ群があるので他のノノ法をぞえる（既に英施のむのも飢）  

皿な／しとい乞い、   
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2－一一5 男御者の経き考参加のi去制化に対する考え1  

－4∂J－ 

8．4％  無記入1．5％  
機
関
 
 

企
業
内
労
使
協
誠
 
 

＄6亮一、・・．、．  

3．4％  触：已人4．6％  

照意81  
へ  

代  
栽の  

の参 禦さ42 取加  

：・・・・  
代へ  
裁の  

賢42  

74％  

4．6一？〃  餌1≡巳人4．6％  

108％JlO；％  
匡∃わ招・はない   国i刷化する必要か成る  

［：：：コ伸期尚卑である  

出所）四国生産性本部，1976年，26－9ペ・－ジ   

労働者重役制について－は，「－その必要はない」  

なぜおおいのか。それを説明するための理論を，  

mち人といいえない  

「時期尚早である」の意見が，  

われわれはもっていない。そ  

れにたいして，いちおうの答をあたえるための準備もしなかった，手もちの  

データで確認しておく理論もない 。以下においてわれわれは，うえの問題にこ  

たえ．ることをめざしながら，これまでに展開してきた理諭の延長作業によっ  

て，その理論を補足しておきたい。   

レンマンは労働者重役制もコンフリクト解決制度のひとつとしてみた。われ  

われがその立場をとることができないことは，まえにのべた。コンフリクト解  

決制度としては，労使協議制と団体交渉とが補完関係にあることも，まえにの  

べた。では，労働者重役制は参加的管理と補完関係にあるのか。   

参加的管理は，生産性（広義）の向上をめざした，職務指向的な直接的参加  

である。たしかに，参加的管理は，職務指向的参加であるがゆえに，限界をも  

っている。労働者の意思決定の自主性がゆるされたのほ，現場の身ぢかな職務  

遂行上の問題に限定される傾向がある。現場の職務内容や作業環境は，究極的  

には，企業の最高経営方針に規定される。作業集団の意思決定の自主性も制約   
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される。つまり，参加的管理だけが拡充されても，企業の最高経営方針が経営  

者によって専断的に決定されるなら，それは経営参加として不完全な面をやが  

てあらわすだろう。そのとき，企業の最高経営方針の決定に傍働者代表を参加  

させることに．よって，参加的管理を補完する必要性がでてくるであろう。   

われわれは，労働者重役制が，生産性（広義）の向上のための施策として，  

参加的管理を補完する，といっているのではない。生産性（広■義）の向上のた  

めには，労働者重役制はむしろ無力である。企業の最高経営方針決定への参加  

ほ，労働者代表をつうじての参加とならざるをえない。それはつねに間接的参  

加である。、企業の最高経営方針の決定に．，ほんの－・部の労働者代表が参加して  

も，現場の職務遂行に．日常的に．従事している大多数の労働者が，あらゆる種塀  

の満足をえるには限界がある。間接的参加である労働者重役制は，直接参加で  

ある参加的管理．によって－，補完される必要性がある。   

こうした2藍の意味で，労働者重役制と参加的管理とは，相互に・補完関係を  

なす，といえ．よう。では，こうした補完関係は，労働者重役制と労使協議制・  

団体交渉とのあいだに・は，ないのか。   

労働者重役制における意思決定は，共同決定であることを特徴とする。そわ  

共同決定は，重役会における最高経営方針決定に・たいして，労働者代表が議決  

権を行使することによって，なされる。労使協議制においても，企業の経営方  

針をとりあつかうことはある。が，それは諮問的性格をもつことがおおいし，  

それが特徴である。労働者重役制において，こうした諮問的性格をこえて，議  

決権が発揮されるということは，労働者の権力拡大がなされるということであ  

る。こうした意味で，労働者盈役制は労使協議制を補完する。   

労働者藍役制における共同決定は，上述のように，一面に・おいて労働者の権  

力の拡大をもたらす。その反面において，労働者には共同責任がともなう。そ  

のためにかえ．って，おなじく共同決定の一・種である団体交渉において，労働者  

の権力をよわめる作用をすることがある。たとえば労使の共同決定による経営  

方針がじゅうぶんな成果をもたらさないとき，その成果配分のひとつである賃  

金交渉において，労働組合の立場はよわくなるであろう。   

要するに，労働者重役制は，組織の過程に直接的に根ざした参加形態ではな  

い。それはむしろ，組織の過程にもとづいた他の参加形態－とくに参加的管   
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理と労使協議制－の限界を補完する性質をも、つている。■また同時に他面で  

は，他の参加形態－・とくに．団体交渉一にたいして適作用をすることもあ  

る。このようなことを，これまでの理論的論述に．補足しておくことにしよう。   

こうして，問題にたいするいちおうの答をだすてとができる20）。労働者重役  

制の法制化について，「その必要はない」「時期尚早である」の意見がおおいの  

は，なぜか。ひ・とつには，労使当事者とくに経営者側が，既存の参加形態の欠  

陥をその形態の本質的限界と感じるまでいたっていない，つまり労働者重役制  

に．よる補完の必要性を感じていないからである。もうひとつには，労使当事老  

とくに労働者側が，労働者重役制の既存の参加形態におよばす逝作用を考慮す  

るからであろう。  （77－12－07）  

20）この問題にこたえる方法は，ほかに．もかんがえられよう。  

労働者重役制の法制化をわが国の法体系に．くわえるに．ほ，その法体系の整備が必   

要である。この日本的事情のゆえに，日本の現行法体系のもとでは，労働者重役制   

の制度内容が未確定であり，その法制化は「時期尚早である」ということになろう。  

第1に．，労働者重役制の「重役」の意味が確定しているとはいえない。わが国に   

おいては，西ドイツのように．，重役会が方針決定検閲と執行機関とに明確にわかれ   

ていない。方針決定機関である取締役会の構成員のなかから執行担当者がえらばれ   
る。監査役会の性格も西ドイツとはちがう。西ドイツの監査役金は方針決定機関で   
ある。だから，監査役会への労働者代表の参加が可能なのである。  

第2に．，重役になる労働者代表の形態が確定していない。企業従業員代表なのか，   

労働組合専従の役員が代表なのか。いずれも，現行の商法や労働組合法に抵触する。   
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